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不法行為帰責論の再構成・序説(1)

不
法
行
為
帰
責
論
の
再
構
成
・
序
説

|
|
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
に
お
け
る
事
実
的
因
果
関
係
と

「
区
別
」
論
の
検
討
を
中
心
に
|
|

賠
償
範
囲
と
の

目

次

第
一
章
は
じ
め
に

第
一
節
平
井
説
と
そ
の
後
の
学
説
に
見
る
「
区
別
」
論

第
二
節
「
区
別
」
論
に
対
す
る
近
時
の
批
判
説

第
三
節
「
区
別
」
論
の
三
つ
の
側
面
・
本
稿
の
目
的
・
分
析
の
視
角

第
二
章
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
に
お
け
る
「
区
別
」
論
の
成
立
過
程

〆-、、

一、.-

水

野

謙

北法47(5・87)1291 



説

第
一
節

第
二
節

(
以
上
、
本
号
)

北法47(5・88)1292

幸手企，

H聞

は
じ
め
に

ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
前
史

ー

l
因
果
関
係
は
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
問
題
と
な
っ
た
の
か

被
告
の
免
責
ま
た
は
責
任
を
正
当
化
す
る
た
め
の

d
E
F『
z

と
い
う
言
明

ー

l
原
因
の
必
要
的
競
合
事
例

第
一
款
寄
与
過
失
事
例
l
l
l
イ
ギ
リ
ス
の
動
き

第
二
款
寄
与
過
失
事
例
以
外
の
原
因
競
合
事
例

|
l
ア
メ
リ
カ
の
動
き

第
四
節
コ
モ
ン
・
ロ
1

に
お
け
る

z
Eこ
2
3
テ
ス
ト
の
顕
在
化

-

1

原
因
の
「
偶
然
的
」
な
介
在
事
例

第

五

節

リ

l
ガ
ル
・
リ
ア
リ
ス
ト
ら
に
よ
る
「
区
別
」
論
の
意
義

第
六
節
「
完
全
賠
償
主
義
」
と
「
事
実
と
政
策
と
の
一
一
元
論
」
の
関
係

ー

l
物
理
的
連
鎖
事
例
に
お
け
る
帰
責
の
在
り
方

ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
に
お
け
る
「
区
別
」
論
の
揺
ら
ぎ

お
わ
り
に

第
三
節

第
三
章

第
四
章

*
本
文
及
び
註
で
文
献
を
引
用
す
る
際
に
は
、
編
著
者
の
姓
(
同
姓
の
編
著
者
と
区
別
す
る
た
め
に
名
を
付
す
こ
と
も
あ
る
)
、

発
行
年
(
西
暦
)
、
頁
数
を
表
示
す
る
。
〈
例
〉
平
井
(
呂
コ
・

5)
は
:
:
:
。
平
井
(
呂
戸
)
に
よ
れ
ば
:
:
:
(
呂
)
。
:
:
:
(
平

井
呂
己

-
E
参
照
)
。
文
献
名
や
出
版
社
名
な
ど
は
各
連
載
末
尾
の
引
用
文
献
の
欄
に
記
し
た
。

*
コ
モ
ン
・
ロ

l
の
判
例
の
引
用
は
、
初
出
の
場
合
は
当
事
者
名
、
裁
判
所
名
ま
た
は
判
例
集
名
、
判
決
の
年
(
西
暦
)
の
順
序

で
行
い
、
二
度
目
か
ら
は
適
宜
省
略
し
て
表
示
す
る
。
な
お
裁
判
所
名
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
連
邦
最
高
裁
は

C

戸
、
州
の
最
高
裁

は
州
名
の
略
語
、
そ
れ
以
外
は
〉

C
E
F『
自

ω
3
g
g
c同

(
U
E
E
P
E
S
E
-
(山
本
信
男
呂
∞
少

E
H
2申
)
に
従
い
略
記
し
、
イ

ギ
リ
ス
で
は
一
八
六
四
年
以
前
の
判
例
は
判
例
集
の
略
認
を
記
し
、
六
五
年
以
降
は
裁
判
所
名
を
略
記
(
高
等
法
院
の
王
座
部
一

穴
問
、
女
王
座
部
一

ρ
・
問
、
貴
族
院
一
回
「
、
枢
密
院
司
法
委
員
会
一
司
わ
な
ど
)
す
る
。
判
例
集
の
頁
数
な
ど
は
本
稿
末
尾



の
引
用
判
例
の
欄
に
記
し
た
。

*
引
用
文
中
の
傍
点
は
断
り
の
な
い
限
り
、
す
べ
て
引
用
者
(
水
野
)
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
外
国
の
文
献
を
引
用
す
る

際
に
、
そ
の
翻
訳
が
出
て
い
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
翻
訳
の
該
当
頁
数
も
併
記
し
た
。
し
か
し
本
稿
に
お
け
る
文
献
の
訳
な
い

し
理
解
は
、
必
ず
し
も
当
該
翻
訳
と
同
一
で
は
な
い
。

第
一
章

め

は

じ

第
一
節

平
井
説
と
そ
の
後
の
学
説
に
見
る
「
区
別
」
論

不法行為帰責論の再構成・序説(1)

平
井

(

H

S

H

)

が
不
法
行
為
に
お
け
る
従
来
の
「
相
当
因
果
関
係
」
概
念
を
批
判
し
、

そ
れ
に
代
え
て
事
実
的
因
果
関
係
・
賠
償
範

囲
(
平
井
説
の
用
語
で
は
保
護
範
囲
)
・
損
害
の
金
銭
的
評
価
と
い
う
三
つ
の
異
な
る
概
念
を
提
唱
し
て
か
ら
、
四
半
世
紀
が
た
と
う
と
し
て

い
る
。
平
井
説
以
降
の
多
く
の
学
説
は
、
専
ら
賠
償
範
凹
の
決
定
基
準
(
義
務
射
程
説
か
危
険
性
関
連
説
か
な
と
)

や
損
害
の
金
銭
的
評
価
の

内
喝

υ
n可
Uヮ“

'
E
A
 

は
区
別
し
て
論
じ
る
べ
し
」
と
い
う
点
で
は
、
多
く
の
学
説
は
異
論
を
唱
え
ず
、
平
井
説
を
踏
襲
ま
た
は
当
然
視
し
て
き
た
か
の
ご
と
く
で
約「ヘリ

あ
る
(
最
近
で
も
例
え
ば
磯
村

E
S・
2
ふ
N

は
、
当
該
一
一
つ
の
問
題
を
区
別
す
べ
し
と
い
う
点
で
は
「
相
当
因
果
関
係
理
論
は
ほ
ぼ
克
服
さ
れ
た
」
制法

と
評
価
す
る
)
。
し
か
し
本
当
に
学
説
の
状
況
は
、
そ
う
だ
つ
た
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
検
討
す
る
な
ら
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
北

を
巡
り
議
論
を
重
ね
て
き
た
。
し
か
し

「
事
実
的
因
果
関
係
と
賠
償
範
囲
の
問
題

位
置
付
け
(
賠
償
範
囲
と
区
別
し
て
論
じ
る
べ
き
か
な
ど
)



説

ま
ず
最
初
に
、
不
法
行
為
に
お
け
る
事
実
的
因
果
関
係
と
賠
償
範
囲
に
関
す
る
平
井
説
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
平
井
説
に
よ
れ
ば
、
①

北法47(5・90)1294

吾左》、

E岡

民
法
四
一
六
条
は
、
損
害
賠
償
の
範
囲
を
当
事
者
の
予
見
可
能
性
(
こ
れ
を
知
る
に
は
責
任
原
因
の
探
求
が
必
要
)
に
よ
っ
て
定
め
る
機
能

(
1
)
 

を
果
た
し
て
お
り
、
②
同
四
一
六
条
を
不
法
行
為
に
準
用
す
る
判
例
の
準
則
を
支
持
す
れ
ば
も
ち
ろ
ん
、
川
判
例
の
立
場
を
と
ら
な
く

て
も
、
同
条
が
存
す
る
以
上
、
不
法
行
為
に
お
い
て
も
責
任
原
因
と
賠
償
範
囲
を
結
合
す
る
制
限
賠
償
主
義
を
念
頭
に
置
い
た
解
釈
論
を
主

(
2
)
 

張
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
③
ド
イ
ツ
民
法
的
な
完
全
賠
償
の
原
則
(
損
害
賠
償
の
範
囲
は
因
果
関
係
に
よ
っ
て
定
ま
る
)
の
下
で
法
技
術

的
意
味
を
有
し
た
「
相
当
因
果
関
係
」
概
念
(
も
っ
と
も
こ
れ
は
賠
償
範
囲
の
限
定
機
能
を
実
質
的
に
有
さ
な
か
っ
た
た
め
、
完
全
賠
償
の
原
則
と

(

3

)

(

4

)

 

矛
盾
す
る
形
で
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
)
を
、
日
本
民
法
に
導
入
す
る
こ
と
は
理
論
的
整
合
性
を
欠
く
ば
か
り
か
、
④
同
か
よ
う
に
四
一

六
条
が
ド
イ
ツ
の
「
相
当
因
果
関
係
」
と
異
質
で
あ
り

(
①
③
)
 
か
っ

川
判
例
が
四
一
六
条
を
不
法
行
為
に
も
準
用
す
る
よ
う
に
な
っ

た
以
上
(
②
何
)
、

四
一
ム
ハ
条
を
「
相
当
因
果
関
係
」
の
原
則
を
定
め
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
、
同
無
用
の
混
乱
を
招
き
、
か
つ

(
5
)
 

の
実
益
が
全
く
失
わ
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
上
で
平
井
説
は
、
⑤
比
較
法
的
研
究
の
対
象
を
英
米
法
に
求
め
、
近
因
(
匂
『

C
H
E丘
町
円
釦
ロ
印
巾
)

(b) 

そ

の
概
念
に
は
因
果
関
係
(
円
富
先
日

P
2
)
と
そ
れ
以
外
の
種
々
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
分
析
し
た
L
・
グ
リ
ー
ン

(
6
)
 

に
注
目
し
て
、
ま
ず
、
⑥
因
果
関
係
概
念
を
事
実
の
平
面
に
お
け
る
関
係
す
な
わ
ち
事
実
的
因
果
関
係

(
2
5巾
E
P
2
)
(
ド
イ
ツ
の
相
当
因

(の『市巾口)

の
業
績

果
関
係
説
が
前
提
と
し
た
哲
学
的
・
自
然
的
因
果
関
係
)
の
意
味
に
限
定
し
て
用
い
る
こ
と
を
提
唱
し

1
1
l
こ
の
存
否
は

d
E
含

1
テ
ス
ト

(
7
)
 

(円
D
E
H
C
O

回
目
ロ
巾
告
白
口
D
ロ
公
式
)
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
|
|
、
次
に
、
⑦
事
実
的
因
果
関
係
に
立
つ
損
害
の
う
ち
ど
こ
ま
で
を
(
保
護

(8) 

範
囲
に
含
ま
れ
る
と
し
て
)
賠
償
す
べ
き
か
は
、
⑥
と
区
別
さ
れ
た
政
策
的
価
値
判
断
(
規
範
的
判
断
)
の
問
題
で
あ
り
、
⑧
こ
こ
で
は
従

来
の
実
務
の
蓄
積
②
同
を
尊
重
し
て
、
責
任
原
因
と
賠
償
範
囲
を
結
合
さ
せ
る
と
い
う
理
論
的
視
角
に
基
づ
く
べ
き
だ
と
し
て
、
過
失
不
法
(
9
)
 

行
為
の
場
合
に
は
義
務
射
程
(
四
一
六
条
二
項
の
予
見
可
能
性
は
損
害
回
避
義
務
の
前
提
を
な
す
予
見
義
務
へ
と
変
容
す
る
)
と
い
う
決
定
基
準



を

(
叩
)

(
判
例
の
説
明
・
分
析
の
道
具
と
し
て
)
定
立
す
る
。

(
日
)

平
井
説
以
降
の
学
説
は
、

上
記
平
井
説
の
⑥
⑦
に
基
本
的
に
賛
成
し
て
、
「
不
法
行
為
に
お
け
る
賠
償
範
囲
の
決
定
は
政
策
的
な
価
値

そ
れ
に
先
行
す
る
事
実
的
因
果
関
係
の
確
定
と
い
う
事
実
の
平
面
に
お
け
る
問
題
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
し
」
と
い
う
考
え
方

(
以
下
こ
れ
を
「
区
別
」
論
と
呼
ほ
う
)
を
前
提
と
す
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
そ
う
解
す
る
論
拠
や
具
体
的
な
問
題
解
決
の
在
り
方
を
見

て
み
る
と
、
平
井
説
の
「
区
別
」
論
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
賠
償
範
囲

(

ロ

)

(

日

)

の
決
定
基
準
に
つ
い
て
、
義
務
射
程
説
と
は
異
な
る
決
定
基
準
を
具
体
的
に
提
唱
す
る
、
次
の
二
つ
の
見
解
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

判
断
に
属
し
、

第
一
に
、
民
法
四
一
六
条
が
ド
イ
ツ
流
の
相
当
因
果
関
係
を
定
め
た
も
の
で
は
な
く
、
わ
が
国
独
自
の
方
法
で
事
実
的
因
果
関
係
を
制
限

不法行為帰責論の再構成・序説(1)

ま
た
は
そ
れ
を
前
提
と
し
た
上
で
、
損
害
の
通
常
性
(
同
条
一
一
項
)
が
不
法
行
為
に
お
い
て
も
賠
償
範
囲
の
決
定
基

準
と
な
り
う
る
と
す
る
説
が
あ
る
(
鷺
間
早
∞
N

岨
清
水
呂
∞
印
)
。
こ
の
説
は
上
記
平
井
説
④
川
と
同
じ
立
場
を
と
り
、
ま
た
実
務
の
蓄
積
②

例
を
尊
重
す
る
(
⑧
)
点
で
も
平
井
説
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
が
、
四
一
六
条
の
理
解
を
平
井
説
①
と
異
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ

る
の
は
、
こ
の
第
一
説
が
同
条
一
項
の
損
害
の
通
常
性
に
つ
い
て
、
「
一
般
的
、
抽
象
的
に
は
、
当
該
不
法
行
為
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
損

害
が
発
生
し
た
と
い
う
こ
と
が
通
常
人
に
と
っ
て
意
外
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
例
外
的
な
も
の
で
な
い
限
り
、
通
常
性
を
肯
定
す
る

一
般
的
抽
象
的
な
観
察
を
要
求
し
、
か
つ
通
常
性
を
広

し
た
規
定
だ
と
解
し
、

こ
と
が
で
き
る
」
(
鷺
岡
呂
∞

N-uZ12A)
と
捉
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

く
解
し
て
い
る
点
で
、
実
質
的
に
ド
イ
ツ
の
相
当
因
果
関
係
説
(
こ
こ
で
は
結
果
発
生
の
「
客
観
的
可
能
性
」
の
増
大
の
有
無
が
主
要
な
論
点
と

北法47(5・91)1295

な
る
)
に
か
な
り
接
近
し
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
第
一
説
は
、
ド
イ
ツ
の
相
当
因
果
関
係
説
が
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、
事
実
的
因
果
関
係
(
哲
学
的
・
自
然
的
因
果
関
係
)
を
「
前
提
」
と
す
る
に
と
ど
ま
り
、
因
果
関
係
(
原
因
と
結
果
と
の
問
の
何
ら
か

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
一
般
的
・
客
観
的
関
係
)
に
よ
る
賠
償
範
囲
の
制
限
と
い
う
ド
グ
マ
と
完
全
に
訣
別
し
て
い
る

ま
た
は
そ
れ
を
明
確
に
意
識
し
て
い
る
)



説

と
は
言
い
難
い
。
す
な
わ
ち
こ
の
説
が
、
事
実
的
因
果
関
係
と
賠
償
範
囲
は
事
実
と
政
策
と
い
う
異
な
る
問
題
で
あ
る
と
い
う
平
井
説
⑤
⑦

の
「
区
別
L

論
の
内
実
を
、
果
た
し
て
有
し
て
い
る
か
は
疑
わ
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

'Ë~ 
n岡

第
二
説
は
、
従
来
因
果
関
係
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
問
題
は
、
因
果
関
係
固
有
の
問
題
と
責
任
の
限
界
付
け
の
問
題
に
分
か
れ
る
と
し

の
及
ば
な
い
損
害
展
開
が
存
す
る
こ
と
を
認
め
、
独
自
の
帰
責
基
準
(
後
続
侵
害
な
い
し

(
は
)

損
害
が
第
一
次
的
な
権
利
侵
害
な
い
し
損
害
の
危
険
性
の
実
現
で
あ
る
か
百
か
)
を
定
立
す
る
。
こ
の
説
は
、
平
井
説
⑥
⑦
の
「
区
別
」
論
に
賛

た
上
で
、
後
者
に
つ
い
て
義
務
射
程
(
平
井
説
⑧
)

成
し
つ
つ
も
、
賠
償
範
囲
の
決
定
基
準
(
⑧
)
に
つ
い
て
危
険
性
関
連
(
危
険
範
囲
)

が
、
損
害
の
因
果
的
な
展
開
の
あ
り
方
を

と
い
う
新
た
な
帰
責
基
準
を
付
加
す
る
も
の
で
あ
る

(
危
険
性
の
実
現
と
い
う
視
角
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
)
帰
責
の
問
題
と
関
連
づ
け
て
論
じ
て
い

る
点
で
、
第
一
説
と
同
様
に
、
「
区
別
」
論
を
貫
徹
し
て
い
る
と
言
え
る
の
か
は
、
や
は
り
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。
現
に
平
井
(
H
S
N
-
H
戸

市

山

)

は
、
「
物
理
的
・
時
間
的
継
起
の
順
序
と
い
う
規
範
的
判
断
を
含
ま
な
い
概
念
に
よ
っ
て
賠
償
範
囲
の
決
定
と
い
う
規
範
的
判
断
が
定
ま
る

と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
第
二
説
を
批
判
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
第
二
説
は
、
自
説
が
ド
イ
ツ
の
「
相
当
(
因
果
関
係
)
説
の
、

よ
り
好
ま

し
い
方
式
化
で
あ
る
」
(
四
宮
呂
∞
ω
P
印
印
)
と
し
、
あ
る
い
は
「
〔
ド
イ
ツ
の
相
当
因
果
関
係
説
が
重
視
す
る
〕
結
果
発
生
の
客
観
的
可
能

性
が
高
め
ら
れ
た
か
否
か
す
な
わ
ち
危
険
の
増
大
の
有
無
」

(
前
回
目
。
斗
∞
白
e
N
N
N
)

こ
そ
が
帰
責
基
準
で
あ
る
と
明
言
し
て
お
り
、
第
一
説

と
同
様
に
ド
イ
ツ
の
相
当
因
果
関
係
説
に
接
近
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
平
井
説
⑥
⑦
の
主
張
す
る
「
区
別
」
論
に
正
面
か
ら
異
を
唱
え
な
い
学
説
に
お
い
て
も
、
完
全
に
ま
た
明
確
に
「
区
別
」

論
を
受
け
入
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
も
の
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
学
説
に
あ
っ
て
は
、
因
果
関
係
な
い
し
損
害
の
因
果
的

な
展
開
と
い
う
考
え
方
が
、
事
実
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
、
何
ら
か
の
規
範
的
な
判
断
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る

(
こ
の
関
連
性
を
ど
こ

ま
で
明
確
に
意
識
し
て
い
る
か
は
別
と
し
て
)

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

北法47(5・92)1296 



四

さ
ら
に
、
事
実
的
因
果
関
係
の
判
断
枠
組
み
を
巡
っ
て
は
、
加
害
者
の
不
作
為
が
問
題
と
な
る
ケ

l
ス
で
「
区
別
」
論
の
貫
徹
が
困
難

と
な
る
こ
と
が
、
特
に
医
療
過
誤
訴
訟
に
お
け
る
医
師
の
不
作
為
(
医
療
行
為
の
際
の
不
手
際
)
事
例
に
つ
い
て
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い

(
日
)
る
。
す
な
わ
ち
事
実
的
因
果
関
係
の
起
点
を
当
該
不
作
為
に
求
め
る
限
り
、
そ
し
て
不
作
為
を
起
点
と
す
る
こ
と
が
既
に
作
為
義
務
違
反
と

い
う
法
的
評
価
を
経
て
行
わ
れ
て
い
る
以
上
、
過
失
と
い
う
規
範
的
判
断
と
事
実
的
因
果
関
係
の
判
断
と
は
交
錯
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
対
し
て
平
井
戸
川
副
叶
Y
色
∞
お
叶

-ss・
8

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
前
提
と
さ
れ
る
行
為
に
は
不
作
為
は
含
ま
れ
な
い
と
解
す
べ
し
と
し
て
、

は
、
事
実
的
因
果
関
係
の
存
否
の
判
断
に
当
た
つ

当
該
交
錯
現
象
の
発
生
を
回
避
し

「
区
別
L

論
を
維
持
し
よ
う

不法行為帰責論の再構成・序説(1)

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
は
「
作
為
不
法
行
為
の
場
合
だ
け
に
し
か
機
能
し
な
い
事
実
的
因
果
関
係
と
い
う
概
念
に
は

果
た
し
て
そ
れ
ほ
ど
の
有
用
性
が
あ
る
の
か
」
(
窪
田

5
3
-
E∞
)
と
い
う
疑
問
が
直
ち
に
出
て
こ
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
点
に
関
す
る
平
井

説
の
当
否
を
知
る
た
め
に
は
|
|
不
作
為
不
法
行
為
と
い
う
現
代
的
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
不
法
行
為
類
型
を
ど
う
把
握
す
る
か
と
い
う

大
き
な
課
題
と
並
ん
で
l
|
事
実
的
因
果
関
係
の
判
断
枠
組
み
、
特
に

d
E丹
念
「
ョ
テ
ス
ト
の
意
義
に
つ
い
て
の
よ
り
内
在
的
な
考
究
を
待

(
凶
)

た
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五

こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
学
説
に
お
い
て
「
区
別
」
論
が
必
ず
し
も
貫
徹
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
幾
つ
か
の
局
面
を
わ
れ
わ
れ
は
見

て
き
た
が
、

さ
ら
に
平
井
説
自
体
も
「
区
別
」
論
を
適
用
す
る
際
の
一
つ
の
具
体
的
な
問
題
点
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
平
井

(HSN・
∞
斗
)

は
、
加
害
行
為
の
後
に
被
害
者
の
意
思
に
よ
る
行
為
(
例
え
ば
自
殺
)
が
介
在
す
る
場
合
と
、
被
害
者
の
行
為

北法47(5・93)1297

で
は
な
く
第
三
者
の
行
為
(
例
え
ば
受
傷
後
の
医
師
の
過
失
)
が
介
在
す
る
場
合
を
例
に
あ
げ
、
「
人
の
自
由
意
思
に
よ
る
行
為
が
介
在
す
る

し
た
が
っ
て

場
合
に
は
、
当
該
損
害
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
な
行
為
が
選
択
さ
れ
る
可
能
性
は
常
に
な
い
と
は
言
い
切
れ
ず
、

『
あ
れ
な
け

れ
ば
こ
れ
な
し
』
公
式
の
適
用
に
困
難
が
生
ず
る
よ
う
に
思
え
る
」
と
す
る
の
で
あ
る

な
お
平
井

5
2
-
S
参
照
)
。
も
っ
と
も
平
井
説



説

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
そ
れ
に
続
け
て
、
「
し
か
し
、
右
の
二
つ
の
場
合
は
:
:
:
い
ず
れ
も
『
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
』
公
式
の
適
用
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
問

、
、
、
、
、

題
で
あ
り
、
:
:
:
問
題
が
解
決
困
難
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
立
証
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
:
:
:
人
の
行
為
で
あ
っ
て
も
、
当
該
具
体
的

自命

事
実
関
係
の
下
で
そ
の
よ
う
な
損
害
を
生
じ
る
行
為
を
選
択
す
る
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
関
係
が
認
め
ら
れ
れ
ば

る
心
証
が
得
ら
れ
れ
ば
)
、
そ
れ
で
事
実
的
因
果
関
係
の
存
在
は
肯
定
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
は
本
当
に
立
証
な
い
し

心
証
の
問
題
に
解
消
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
保
護
範
囲
を
論
じ
る
こ
と
に
先
行
し
て
事
実
的
因
果
関
係
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

す
な
わ
ち
認
め
る
に
足

北法47(5・94)1298

「
区
別
」
論
を
、
す
べ
て
の
損
害
類
型
に
わ
た
っ
て
貫
く
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
問
題
は
示
唆
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
一
章
第
一
節
註
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l
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井
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E
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・
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(
5
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井

5
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∞
∞
∞
少

2
1
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5
s
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N-HHNHHω
・
5
2・
2

(
6
)
平
井
戸
。
コ

-HON-HN印
-
z
s
-
∞。

(
7
)
平
井
呂
コ

-
E・
E
-
E
H
Z印
4
5
p
b
ω
l品
E
L
S
P
5
7
5
ω
N
-
∞
Nl∞ム

(
8
)
平
井
早
コ

-
Z∞
O
E
O
-
z
s
-
H
N⑦

(
9
)
平
井
早
ご

-
S
N
ム
5
・
2
。
品
。

ω‘
E
ニ
-ElNω
一
H
S
N岨
ω。‘

HNNlHE
平
井
説
に
よ
れ
ば
義
務
射
程
は
、
①
過
失
あ
り
と
主
張
さ
れ

て
い
る
行
為
か
ら
生
じ
る
結
果
(
損
害
)
発
生
の
蓋
然
性
(
危
険
)
、
②
当
該
行
為
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
利
益
(
被
侵
害
利
益
の
重
大
さ
)
、

③
①
お
よ
び
②
の
因
子
と
行
為
義
務
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
犠
牲
に
さ
れ
る
利
益
と
の
比
較
衡
量
と
い
う
三
つ
の
因
子
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

な
お
平
井

(
E
S
-
-
N印
)
は
、
故
意
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
不
法
行
為
の
場
合
に
は
、
故
意
不
法
行
為
と
事
実
的
因
果
関
係
に
立
つ
損
害
は
原
則

と
し
て
す
べ
て
賠
償
さ
れ
る
べ
し
(
「
加
害
の
意
思
」
と
著
し
く
喰
い
違
っ
た
結
果
、
す
な
わ
ち
異
常
な
事
態
の
介
入
の
結
果
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
こ



不法行為帰責論の再構成・序説(1)

の
限
り
で
は
な
い
)
と
説
く
。

(
叩
)
平
井
(
H
S
r
E
E
・
2
o
'
E
S
-
足
。
1
5
叶
)
は
、
自
ら
の
「
理
論
」
の
第
一
次
的
な
目
的
が
、
具
体
的
な
解
釈
論
的
提
案
に
あ
る
の
で
は

な
く
、
判
例
の
実
態
を
説
明
で
き
、
か
っ
そ
れ
を
分
析
し
て
論
点
と
な
る
べ
き
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
(
そ
れ
自
体
価
値
中
立
的
な
)
道
具

概
念
を
鋳
造
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
特
に
着
目
す
る
の
が
山
本
隆
司
(
E
S
)
で
あ
り
、
平
井
説
の
方
法
論
的
特
殊
性
を

顧
慮
し
な
い
で
保
護
範
囲
論
を
解
釈
論
的
提
案
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
平
井
説
も
、
分
析
道
具
、
概
念

と
し
て
の

(
H
「
理
論
」
と
し
て
の
)
保
護
範
囲
論
が
、
解
釈
論
的
提
案
と
密
接
し
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
-
認
め
て
お
り
(
平
井
早
己
e

z
L
S
N
-
=
c
)
、
例
え
ば
交
通
事
故
(
第
一
事
故
)
の
被
害
者
が
負
傷
の
治
療
の
た
め
病
院
に
行
く
途
中
で
別
の
自
動
車
に
ひ
か
れ
て
死
亡
し
た

(
第
二
事
故
)
場
合
に
、
第
一
事
故
の
加
害
者
が
被
害
者
に
対
し
て
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
た
か
を
論
じ
て
も
問
題
は
解
決
し
な
い
と
す
る
森
島

(
呂
∞
メ
ピ
⑦
)
の
批
判
(
こ
の
限
り
で
、
本
文
で
後
述
す
る
危
険
性
関
連
説
の
平
井
説
に
対
す
る
批
判
と
共
通
す
る
。
な
お
森
島
説
に
つ
い
て
は
後
註
(
日
)

参
照
)
に
対
し
て
、
第
二
事
故
の
危
険
が
第
一
事
故
に
お
け
る
と
同
様
な
定
型
的
危
険
な
ら
ば
義
務
射
程
に
入
る
と
判
断
す
べ
し
と
反
論
し
て
い

る
(
平
井
S
U
N
-
E
S
。
こ
の
反
論
は
|
|
そ
れ
が
説
得
力
が
あ
る
か
は
さ
て
お
き
(
窪
田
5
3
・
=
。
と
淳
井
5
2
・
N
お
は
当
該
反
論
に
批
判

的
で
あ
る

)
l
l、
義
務
射
程
と
い
う
分
析
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
当
該
問
題
状
況
に
対
す
る
具
体
的
な
解
釈
論
を
提
案
し
て

い
る
と
一
吉
守
え
る
だ
ろ
う
。
本
稿
の
以
下
の
叙
述
で
は
、
平
井
説
の
保
護
範
囲
論
を
具
体
的
な
解
釈
論
に
直
結
し
う
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と

に
す
る
。

(
日
)
な
お
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
平
井
説
以
前
の
学
説
も
、
d
E
Z
C
「
2

テ
ス
ト
(
門
口
口
且
-
5
2
5
D
E
ロ
ロ
ロ
公
式
)
だ
け
を
も
っ
て
賠
償
範
囲

を
決
定
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
広
い
責
任
を
課
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
そ
れ
は
不
当
で
あ
る
、
従
っ
て
そ
の
よ
う
な
結
果
を
当
該
テ
ス
ト
(
公

式
)
と
は
異
な
る
理
論
に
よ
っ
て
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
認
識
を
持
つ
論
者
は
多
か
っ
た
。
例
え
ば
民
法
四
一
六
条
の
類
推
適
用

に
よ
る
賠
償
範
囲
の
制
限
を
試
み
る
旧
・
通
説
も
「
限
ナ
ク
因
果
関
係
ノ
連
続
ヲ
認
ム
ル
」
の
は
法
典
の
趣
旨
に
反
し
(
鳩
山
E
E
'
E
S
、
ま

た
因
果
関
係
あ
る
損
害
は
「
意
外
な
」
範
囲
に
及
ぶ
こ
と
が
少
な
く
な
い
(
我
妻
呂
ω寸
-
N
E
-
加
藤
5
2
・
5
と
と
い
う
認
識
で
一
致
し
て
お
り
、

ま
た
ド
イ
ツ
の
相
当
因
果
関
係
説
に
忠
実
に
従
っ
た
石
坂
(
H
U
E
-
3
0
・
N
Z
)
も
、
「
遡
リ
テ
窮
極
ス
ル
所
ナ
キ
ニ
至
」
る
結
果
と
な
る
条
件
説

を
批
判
し
「
適
当
条
件
」
の
探
求
の
必
要
性
を
説
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
論
者
に
あ
っ
て
は
、
賠
償
範
囲
を
制
限
す
る
理
論

が
政
策
的
な
も
の
で
あ
り
、
事
実
の
平
面
に
お
け
る
問
題
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
し
と
い
う
意
識
(
「
区
別
」
論
は
ま
さ
に
こ
れ
を
強
調
し
た
)
は
強

く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

北法47(5・95)1299



説

(
ロ
)
な
お
義
務
射
程
説
に
賛
成
す
る
説
に
幾
代

(HS叶
)
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
幾
代
説
は
「
事
実
的
因
果
関
係
の
連
鎖
に
対
し
て
法
的
評
価
を
加

え
て
、
二
疋
の
『
し
ぼ
り
』
を
か
け
」
る
必
要
性
を
説
い
て
(
戸
N
)
|
|
こ
の
意
味
で
「
区
別
」
論
を
採
用

L
I
-
-
そ
の
確
定
基
準
は
平
井
(
呂
己
-

5
=
)
の
義
務
射
程
説
に
従
う
と
す
る
の
で
あ
る

(
E品
)
(
幾
代
H
徳
本
(
補
訂

)
5
3・
=
メ
ロ
匂
も
こ
の
点
は
同
二
。
も
っ
と
も
平
井

(
S
S司

己
少
に
∞
=
申
)
は
、
幾
代
説
は
自
分
の
義
務
射
程
説
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
(
例
え
ば
幾
代
説
は
、
平
井
説
・
前
註

(
9
)
と

異
な
り
、
故
意
と
過
失
と
で
保
護
範
囲
の
確
定
基
準
に
差
異
を
設
け
る
必
要
は
な
い
と
し
、
ま
た
義
務
射
程
の
内
容
と
し
て
平
井
説
・
前
註

(
9
)

の
三
つ
の
因
子
を
提
示
せ
ず
、
判
例
な
ど
に
現
れ
た
具
体
的
な
事
例
か
ら
実
質
的
・
具
体
的
な
判
断
基
準
(
加
害
者
と
結
合
・
加
功
し
あ
っ
た
他
の

複
合
的
原
因
事
実
の
、
現
実
に
生
起
し
作
動
す
る
確
率
の
大
き
さ
な
と
に
注
目
す
る
な
ど
)
を
抽
出
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
)
。

(
日
)
な
お
具
体
的
・
明
示
的
基
準
を
提
示
し
な
い
説
と
し
て
、
例
え
ば
鈴
木

(HSNegfg)
は
、
不
法
行
為
事
例
で
は
具
体
的
な
債
務
関
係
の

存
在
を
前
提
と
す
る
四
一
ム
ハ
条
の
適
用
は
な
い
と
し
つ
つ
も
、
相
当
因
果
関
係
説
の
適
用
を
認
め
、
「
相
当
因
果
関
係
説
の
主
眼
は
、
損
害
と
事

実
的
因
果
関
係
に
立
つ
行
為
を
し
た
者
の
す
べ
て
に
損
害
賠
償
義
務
を
課
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
賠
償
義
務
者
の
範
囲
と
賠
償
さ
れ
る
べ
き
損

害
の
範
囲
と
を
法
政
策
的
に
適
当
な
範
囲
に
限
定
す
べ
し
と
説
く
点
に
あ
り
、
そ
れ
が
『
相
当
ι

因
果
関
係
説
と
称
せ
ら
れ
る
ゆ
え
ん
な
の
で

あ
る
」
と
す
る
。
こ
の
説
は
平
井
説
⑥
⑦
の
「
区
別
」
論
を
十
分
に
意
識
し
た
上
で
、
法
政
策
的
な
考
慮
に
基
づ
く
相
当
性
を
重
視
し
て
い
る

点
で
、
ド
イ
ツ
の
相
当
因
果
関
係
説
や
本
文
で
取
り
上
げ
る
こ
つ
の
学
説
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
し
か
し
相
当
性
の
内

容
を
明
示
し
て
い
な
い
た
め
、
当
該
「
区
別
」
の
実
質
は
不
分
明
で
あ
る
。
な
お
森
島
(
冨
∞
斗
)
も
「
区
別
」
論
は
承
認
し
つ
つ
、
賠
償
範
囲

に
つ
い
て
は
「
い
わ
ば
『
公
平
』
の
観
念
か
ら
結
論
が
導
き
出
さ
れ
て
く
る
と
い
う
ほ
か
な
い
」

(ωN品
)
と
し
て
、
具
体
的
な
基
準
の
提
示
は

現
時
点
で
は
困
難
で
あ
る
と
す
る
。
も
っ
と
も
森
島

(ESU)
は
、
(
事
実
的
)
因
果
関
係
の
起
点
と
な
る
フ
ァ
ク
タ
ー
の
抽
出
に
お
い
て
も
、

ま
た
賠
償
範
囲
の
決
定
に
お
い
て
も
、
誰
に
ど
の
程
度
の
損
害
賠
償
の
負
担
を
課
す
る
と
最
も
効
率
的
に
事
故
の
総
コ
ス
ト
を
低
減
で
き
る
か
、

と
い
う
視
点
を
重
視
し
て
い
る
。

(
U
)
石
田
(
呂
ゴ
-
邑
ふ

ω)
、
前
回
(
呂
吋
∞

P
N
E
l
N
N但
噂
呂
∞

0・
5
0
1
5
8
、
四
宮
(
呂
∞

2
・
5
∞
ω夕
立
∞
ム

g
)
な
ど
。
な
お
瀬
川

(
5
8
)
も

四
宮
説
に
同
調
す
る
(
も
っ
と
も
瀬
川

5
8白
は
四
宮
説
に
対
す
る
賛
否
を
控
え
て
い
る
。
ま
た
瀬
川
H
内
田

(HSω-NHOlNHN-
ロ
ア
お
∞
〔
瀬
川
執

筆
〕
)
は
、
判
例
が
「
相
当
因
果
関
係
」
や
「
予
見
可
能
性
」
の
下
で
行
う
評
価
・
判
断
の
具
体
的
内
容
に
注
目
し
、
ま
た
四
一
六
条
の
類
推
適
用
が
な
さ
れ

る
の
は
ど
の
よ
う
な
局
面
か
を
分
析
す
る
)
。
ま
た
藤
岡
ほ
か

(
5
2・
N
S
l
N
2
〔
藤
岡
執
筆
〕
)
も
、
責
任
原
因
(
帰
責
原
因
)
の
外
に
賠
償
範
囲
(
帰

責
関
係
)
の
確
定
に
特
有
の
基
準
を
採
用
す
る
方
が
、
損
害
発
生
の
多
様
化
に
対
処
し
や
す
い
と
す
る
。

雪ι
日間
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(
日
)
例
え
ば
座
談
会

2
3白
)
に
お
け
る
野
村
好
弘
発
一
言

(ω
ミ
「
小
手
際
と
い
う
以
上
結
果
と
関
連
性
の
あ
る
不
手
際
で
す
か
ら
、
不
手
際
と
い
う

以
上
は
も
う
結
び
つ
き
を
考
え
て
言
っ
て
い
る
」
)
、
山
石
垂
正
起
判
事
補
(
当
時
)
発
言

(ω
富
|
「
因
果
関
係
の
段
階
で
、
不
手
際
の
集
積
の
点
も
考
慮
し

つ
つ
因
果
関
係
を
認
め
て
ゆ
き
ま
す
か
ら
、
す
で
に
そ
の
過
程
で
、
過
失
の
認
定
も
行
な
わ
れ
て
い
る
」
)
な
ど
(
ま
た
稲
垣
H
m
v

∞
同
[
初
出
回
申
∞
2
・
5
∞
印
[
初

出
呂
∞
ニ

-
N
S
も
参
照
)
。
な
お
平
井
(
呂
∞
「
叶
印
)
も
、
病
院
の
責
任
に
関
す
る
多
く
の
判
例
は
、
「
実
際
に
は
注
意
義
務
に
適
っ
た
行
為
を
し

て
い
た
な
ら
ば
当
該
結
果
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
形
(
つ
ま
り
因
果
関
係
)
で
、
一
つ
の
行
為
の
法
律
的
評
価
を
、
過
失
お
よ
び

不
作
為
の
因
果
関
係
と
い
う
双
方
か
ら
下
」
し
て
い
る
(
し
か
し
理
論
的
に
は
賛
成
で
き
な
い
)
と
説
い
て
い
る
。

(
日
)
こ
の
意
味
で
、
窪
田

(
E
S
-
-
o∞
)
が
、
本
文
の
平
井
説
批
判
に
続
け
て
、
不
作
為
不
法
行
為
の
場
合
の
作
為
義
務
違
反
と
損
害
結
果
と
の

条
件
関
係
を
考
え
る
場
合
で
も
、
「
そ
の
因
果
関
係
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
自
然
科
学
的
な
手
法
を
用
い
る
等
の
価
値
自
由
な
方
法
が
使
わ
れ

う
る
の
で
あ
り
、
保
護
範
囲
の
問
題
と
の
差
異
は
十
分
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
、
事
実
的
因
果
関
係
の
判
断
枠
組
み
の
在
り

方
を
直
裁
に
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
見
せ
る
の
は
(
見
解
の
当
否
は
措
く
と
し
て
も
)

L

在
日
さ
れ
る
。

不法行為帰責論の再構成・序説(1 ) 

第
二
節

「
区
別
」
論
に
対
す
る
近
時
の
批
判
説

さ
て
こ
の
よ
う
な
「
区
別
」
論
に
対
し
て
、
最
近
、
二
人
の
論
者
が
異
な
る
角
度
か
ら
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
ず
吉
田

(
E
S
(寸
)
'

∞
匂
)
は
、
「
因
果
関
係
論
を
『
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
』

の
問
題
に
追
い
や
る
こ
と
は
、

あ
ま
り
に
も
同
概
念
の
役
割
を
限
局
す
る
も
の

ハ
u
q
t
u
 

'
E
A
 

は

あ

ま

り

に

擬

制

的

で

な

い

か

」

と

し

て

「

実

務

の

幻

戸、υ

為
規
定
:
:
:
の
解
釈
と
し
て
は
、
ま
さ
に
『
因
果
関
係
』
論
が
論
議
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
主
張
す
る
。
山
川法

さ
ら
に
原
因
競
合
事
例
で
実
務
が
行
う
「
因
果
関
係
の
割
合
的
認
定
」
な
い
し
「
割
合
的
因
果
関
係
」
と
い
う
法
的
構
成
に
理
解
を
示
し
て
、
北

で
あ
り
、

日
常
的
な
用
法
と
も
離
れ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
い
う
視
点
に
立
つ
。
そ
し
て
、
後
続
損
害
の
問
題
を
平
井
説
の
よ
う
に

「
『
過
失
』

の
問
題
と
し
て
構
成
す
る
こ
と

(
義
務
射
程
説
)

『
実
践
的
』
な
不
法
行



説

「
『
因
果
関
係
』

を

『
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
』

(
な
い
し
事
実
的
因
果
関
係
)

と
等
置
す
る
と
い
う
狭
隆
な
理
解
」
を
問
題
視
す
る
。
そ

し
て
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
と
い
う
二
分
論
的

G
E白「可)
な
定
式
化
に
反
対
し
て
、
「
『
因
果
関
係
』

は
『
過
失
』

と
同
様
に
規
範
的
な
概
念

北法47(5・98)l302

言命

と
捉
え
、
『
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
』

は
単
に
そ
の
判
断
に
至
る
便
宜
的
第
一
歩
と
い
う
ぐ
ら
い
に
考
え
た
い
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
説
は
、
因
果
関
係
と
い
う
概
念
な
い
し
言
葉
の
日
常
的
な
用
法
を
重
視
し

(
こ
れ
は
オ
l
ス
テ
ィ
ン
ら
日
常
言
語
学
派
の
思
想
に
示
唆

を
受
け
た
よ
う
で
あ
る
)
(
∞
∞
)
、
あ
る
い
は
実
務
の

「
実
践
的
感
覚
」
を
尊
重
し
て
、
従
来
の
「
区
別
」
論
に
再
考
を
迫
る
も
の
で
あ
り
注

目
に
値
す
る
。
も
っ
と
も
吉
田
説
は
、
因
果
関
係
概
念
が
常
に
規
範
的
概
念
と
な
る
の
か
、

そ
う
で
な
い
の
な
ら
ど
の
よ
う
な
場
合
に
規
範

的
側
面
が
重
視
さ
れ
る
の
か
な
ど
の
細
か
い
問
題
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
ま
た
同
論
文
(
∞
匂
)
は
、
「
『
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
』

は
多
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
因
果
関
係
の
認
定
の
た
め
に
便
宜
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
存
在
意
義
も
そ
れ
に
止
ま
る
」

と
述
べ
る
が
、
「
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
」
と
い
う
言
明
が
果
た
し
て
便
宜
的
な
も
の
に
す
き
な
い
の
か
は
、
当
該
言
明
が
そ
も
そ
も
何

を
合
意
し
て
い
る
の
か
と
い
う
基
礎
的
な
検
討
を
抜
き
に
は
決
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
に
、
浮
井

(
5
2
)
は
、
「
無
数
の
原
因
か
ら
成
る
一
つ
の
歴
史
的
経
過
に
す
ぎ
な
い
法
的
事
件
に
つ
い
て
、
〔
自
然
法
則
的
関
連

の
特
徴
で
あ
る
〕
反
復
性
・
必
然
性
の
準
則
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
を
強
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
訴
訟
上
の

(
1
)
 

因
果
関
係
』
は
、
自
然
法
則
上
要
求
さ
れ
る
反
復
性
を
捨
象
し
、
も
っ
ぱ
ら
:
:
:
『
あ
れ

(
Y
の
行
為
)
な
け
れ
ば
、
こ
れ

(
X
の
不
利
益
)

『
事
実
的

な
し
』

の
テ
ス
ト
で
、
事
実
的
因
果
関
係
が
認
定
さ
れ
る
」

(
E
S
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
上
で
、
事
実
的
因
果
関
係
と
賠
償
範
囲
の
問

題
を
「
区
別
で
き
な
い
領
域
の
あ
る
こ
と
を
率
直
に
認
め
る
」
(
H

∞
∞
)
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
因
果
関
係
の
濃
淡
(
因
果
関
係
の
グ
レ
イ
・

ゾ
ー
ン
)
」
の
局
面
で
は
「
法
的
評
価
抜
き
で
因
果
関
係
を
判
断
で
き
な
い
」
と
す
る

れ
な
け
れ
ば
、
こ
れ
な
し
』
テ
ス
ト
で
失
わ
れ
た
自
然
法
則
的
反
復
性
・
必
然
性
を
因
果
関
係
判
断
に
お
い
て
考
慮
に
入
れ
、
こ
れ
を
も
っ

広
三
。
津
井
説
は
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
「
『
あ



て
責
任
の
存
否
を
画
定
し
よ
う
と
す
る
の
が
相
当
因
果
関
係
論
で
あ
る
」
(
冨
∞
)
と
説
き
、
「
同
種
結
果
発
生
の
客
観
的
可
能
性
の
高
ま
り

(
反
復
性
)
」
に
着
目
す
る
ド
イ
ツ
流
の
相
当
因
果
関
係
説
を
1
1
1

「
因
果
関
係
の
濃
淡
」
の
問
題
を
ま
さ
に
考
慮
し
て
い
る
と
し
て
|
|

再
評
価
す
る
の
で
あ
る

(早め

1
5∞
)
(
も
っ
と
も
相
当
因
果
関
係
説
は
殺
人
を
企
図
し
て
被
害
者
を
森
に
ゆ
か
せ
た
と
こ
ろ
落
雷
し
た
場

そ
れ
以
外
の
場
合
で
反
復
性
が
低
い
場
合
、
例
え
ば
事
故
後
の
自
殺
事
例
な
ど
は

合
の
よ
う
な
偶
然
的
な
事
例
を
排
除
す
る
に
と
ど
ま
り
、

に
よ
っ
て
反
復
性
が
補
強
さ
れ
る
と
す
る

(
N
C
ω
N
O
め
)
)
。

相
当
因
果
関
係
説
と
は
異
な
る
法
的
相
当
性
(
危
険
性
関
連
)

こ
の
説
は
、
因
果
関
係
に
お
け
る
反
復
可
能
性
と
い
う
従
来
あ
ま
り
問
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
問
題
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、

「
区
別
」

論
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
り
興
味
深
い
。
し
か
し
「
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
」
と
い
う
言
明
は
、
訴
訟
上
、
反
復
可
能
性
を
捨
象
し
て
い

る
も
の
な
の
か
(
こ
れ
に
対
し
て
四
宮
呂
∞
ω
タ
品
(
)
匂
は
、
不
法
行
為
の
成
立
要
件
と
し
て
の
因
果
関
係
は
「
一
般
法
則
と
し
て
の
因
果
関
係
の
事
例

(2) 

と
し
て
、
や
は
り
反
復
可
能
性
(
同
じ
事
情
の
下
で
は
同
じ
経
過
を
た
ど
る
)
を
特
徴
と
す
る
」
〔
傍
点
は
四
宮
〕
と
述
べ
る
)
、
ま
た
事
故
後
の
自

殺
事
例
で
寸
補
強
」
さ
れ
る
べ
き
反
復
性
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
、

さ
ら
に
反
復
性
は
あ
ら
ゆ
る
事
案
で
考
慮
ま
た
は
「
補
強
」
さ
れ
な

不法行為帰責論の再構成・序説(1)

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、

な
ど
疑
問
は
尽
き
な
い
の
で
あ
る
。

第
一
章
第
二
節
註

(
1
)
こ
れ
に
対
し
て
、
か
つ
て
津
井
説
は
、
原
因
と
目
さ
れ
る
加
害
者
の
容
態
の
ほ
か
、
被
害
者
の
容
態
・
素
因
、
自
然
現
象
・
社
会
現
象
、
第

三
者
の
行
為
の
介
入
等
の
基
礎
と
な
る
事
情
が
総
合
し
て
被
害
が
生
じ
て
い
る
と
し
た
上
で
、
こ
の
「
基
礎
と
な
る
事
情
が
ま
っ
た
く
稀
有
な

異
常
な
事
態
で
あ
り
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
の
み

2
ロ
e
c
o
回
目
ロ
巾
告

2
5ロ
テ
ス
ト
が
満
た
さ
れ
る
場
合
、
社
会
的
・
法
的
に
は
因
果
の
反
復
性

は
存
在
し
な
い
」
と
説
き
、
例
と
し
て
落
雷
事
例

(
Y
が
X
を
落
雷
に
よ
り
死
亡
さ
せ
る
意
図
を
も
っ
て
森
に
ゆ
か
せ
た
と
こ
ろ
実
際
に
湾
首
に
よ
り
X

が
死
亡
し
た
例
)
を
あ
げ
て
い
た
(
津
井
呂
∞
戸
自
己
。
本
文
で
紹
介
し
た
記
述
は
こ
れ
と
比
べ
て
、
因
果
の
反
復
性
の
不
存
在
を
(
少
な
く
と

も
訴
訟
の
場
面
に
お
い
て
は
)
よ
り
一
般
的
な
現
象
と
し
て
扱
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

北法47(5・99)1303 



説

(2)
も
っ
と
も
四
宮
説
は
「
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
」
と
い
う
言
明
と
反
復
可
能
性
と
を
特
に
リ
ン
ク
さ
せ
て
理
解
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、

次
節
註

(
5
)
対
応
の
本
文
に
あ
る
よ
う
に
、
当
該
言
明
を
(
形
式
)
論
理
学
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
捉
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
な
お
次
節

註
(
日
)
も
参
照
)
。

北法47(5・100)1304

論

第
三
節

「
区
別
」
論
の
三
つ
の
側
面
・
本
稿
の
目
的
・
分
析
の
視
角

以
上
の
よ
う
な
「
区
別
」
論
を
巡
る
、
不
透
明
な
、
あ
る
い
は
や
や
暖
昧
な
問
題
状
況
に
対
し
て
、

わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を

ま
ず
平
井
説
の
唱
え
る
「
区
別
」
論
(
第
一
節
ニ
⑥
⑦
)
と
そ
れ
に
対
す
る
学
説
の
応
接
状
況
に
は

幾
つ
か
の
異
な
る
レ
ベ
ル
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
l
|
こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
も
あ
る
程
度
明
ら
か
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
る
が

と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、

|
|
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
「
区
別
」
論
に
は
さ
し
あ
た
り
次
の
三
つ
の
側
面
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

ま
ず

z
u
E
沙
門
ョ
テ
ス
ト
を
行
い
事
実
的

因
果
関
係
を
確
定
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
主
張
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
(
こ
れ
を
以
下

d
E
P
1
テ
ス
ト
の
先
行
性
と
呼
ぼ
う
)
。

第
二
に
「
区
別
」
論
に
は
、
政
策
的
判
断
に
先
立
っ
て
確
定
さ
れ
る
事
実
的
因
果
関
係
は
事
実
の
平
面
の
問
題
で
あ
り
、
政
策
的
価
値
判

(
こ
れ
を
以
下
、
事
実
と
政
策
と
の
二
元
論
ま
た
は
単
に

第
一
に
「
区
別
」
論
は
、
帰
責
判
断
を
す
る
際
に
は
、
政
策
的
・
規
範
的
判
断
に
先
立
っ
て
、

断
と
内
容
的
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
が
含
ま
れ
て
い
る

二
元
論
と
呼
ぼ
う
)
。

第
三
に
|
|
こ
れ
は
第
一
の
側
面
と
も
関
連
す
る
が
|
|
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ど
の
よ
う
な
問
題
状
況
で
も
、

ま
ず
事
実
的
因
果
関
係
の
有
無
を
確
定
し



ょ
う
と
す
る
発
想
が
「
区
別
」
論
に
は
伏
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ
ら
ゆ
る
損
害
類
型
に
お
い
て
確
認
可
能
な
は
ず
で
あ
る
、
ま
た
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
を
含
ん
で
い
る
と
考

(
こ
れ
を
以
下
、
事
実
的
因
果
関
係
概
念
の
普
遍
性
と
呼
ぼ
う
)
。

「
区
別
」

也
岡
土
、

三
ロ

l

事
実
的
因
果
関
係
の

有
無
が
、

え
ら
れ
る
の
で
あ
る

「
区
別
」
論
の
以
上
の
三
つ
の
側
面
に
照
ら
し
て
、
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
た
学
説
を
位
置
付
け
直
す
な
ら
ば
こ
う
で
あ
る
。
ま
ず
賠
償
範

囲
の
決
定
基
準
に
関
し
て
、
因
果
関
係
(
と
い
う
客
観
的
関
係
)

や
損
害
の
因
果
的
な
展
開
(
物
理
的
・
時
間
的
継
起
)

を
重
視
す
る
学
説

(
第
一
節
三
)

は
、
事
実
と
政
策
と
の
二
元
論
と
実
質
的
に
は
対
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
不
作
為
不
法
行
為
に
お
け
る
事
実
的

因
果
関
係
の
認
定
の
問
題
(
第
一
節
目
)
も
こ
の
一
一
元
論
に
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
人
の
自
由
意
思
に
よ
る
行
為
が
介
在
す
る
場

だ
ろ
う
。

は、

d
ロこ
0
1
テ
ス
ト
の
先
行
性
と
事
実
的
因
果
関
係
概
念
の
普
遍
性
を
前
提
と
し
て
い
る
と
言
え
る

一
方
、
近
時
の
批
判
説
の
う
ち
吉
田
説
(
第
二
節
一
)
は

d
E
Fべ
・
テ
ス
ト
の
役
割
を
限
局
化
し
て
(
お
そ
ら
く
事
実
的
因
果
関
係

合
の
平
井
説
の
対
応
(
第
一
節
五
)

概
念
の
普
遍
性
を
重
視
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
)
、
二
元
論
的
発
想
に
な
じ
ま
な
い
日
常
的
用
法
と
し
て
の
「
因
果
関
係
」
概
念
に
着
目
し
て

不法行為帰責論の再構成・序説(1)

い
る
。
他
方
で
浮
井
説
(
第
二
節
二
)

は
、
や
や
複
雑
で
あ
る
が
、
訴
訟
上
の
事
実
的
因
果
関
係
概
念
に
は
反
復
可
能
性
と
い
う
要
素
が
失

わ
れ
て
い
る
と
解
し

(
こ
れ
に
よ
っ
て
訴
訟
上
の
事
実
的
因
果
関
係
概
念
は
、
お
そ
ら
く
形
骸
化
し
て
、
ど
の
よ
う
な
損
害
類
型
で
も
簡
単
に
肯
定

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
意
味
で
普
遍
性
ー
ー
そ
の
内
実
は
乏
し
い
で
あ
ろ
う
が
ー
ー
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
)
、

そ
の
上
で
当

該
要
素
を
相
当
因
果
関
係
説
の
中
で
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
訴
訟
上
の
事
実
的
因
果
関
係
に
法
的
価
値
判
断
が
加
え
ら
れ
る

で
二
元
論
が
崩
れ
る
)
と
理
解
す
る
よ
う
で
あ
る
。

(
こ
の
局
面

北法47(5・101)1305

こ
の
よ
う
に
次
元
の
異
な
る
問
題
が
複
雑
に
絡
ま
り
合
っ
て
い
る
現
状
は
、

そ
も
そ
も
何
に
由
来
す
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
本

稿
は
、
こ
の
現
状
の
お
そ
ら
く
最
も
大
き
な
原
因
が
、
こ
れ
ま
で
ど
の
学
説
も
「
事
実
的
因
果
関
係
は
、
(
原
則
と
し
て
)
『
あ
れ
な
け
れ
ば



説

、
、
、
、

d
E
問
。
「
ョ
)
こ
れ
な
し
』

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

テ
ス
ト
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
」
と
い
う
基
本
的
な
命
題
の
持
つ
意
味
を
、
十
分
に
検
討
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と

と
が
相
当
と
一
言
え
る
か
ど
う
か

(
特
に
事
実
認
定
の
レ
ベ
ル
で
各
原
因
の
寄
与
度
を
判
断
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
の
必
要
的
競
合
事
例
の
取

北法47(5・102)1306

ヲb.
厨間

に
存
す
る
と
い
う
考
え
方
に
立
ち
た
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
わ
が
国
の
学
説
は
、
事
実
的
因
果
関
係
に
つ
い
て
、
各
種
の
原
因

(
l
)
 

競
合
(
重
畳
的
、
択
一
的
、
仮
定
的
、
必
要
的
競
合
)
事
例
で

z
Z
Z
0
1
テ
ス
ト
の
ス
ト
レ
ー
ト
な
適
用
の
み
に
よ
っ
て
帰
責
判
断
を
行
う
こ

り
扱
い
が
、
近
時
の
一
つ
の
焦
点
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
「
区
別
」
論
会
一
元
論
)
を
前
提
と
し
た
議
論
が
比
較
的
有
力
で
あ
る
が
、
状
況
は
な

(2) 

お
流
動
的
で
あ
る
)
、
あ
る
い
は
因
果
関
係
の
自
然
科
学
的
証
明
が
困
難
な
事
例
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
立
証
の
負
担
を
軽
減
す
べ
き
か
(
高

(3) 

度
の
蓋
然
性
の
証
明
ゃ
、
公
害
訴
訟
な
ど
で
多
用
さ
れ
る
疫
学
的
手
法
を
ど
う
評
価
す
る
か
な
ど
。
も
っ
と
も
事
実
的
因
果
関
係
の
認
定
が
法
的
枠
組

み
の
中
で
行
わ
れ
る
以
上
、
何
ら
か
の
法
的
な
視
点
な
い
し
評
価
が
、
そ
の
証
明
の
在
り
方
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
当
然
の
こ
と
で
あ

(
4
)

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

り
、
平
井
説
も
含
め
学
説
に
異
論
は
な
い
)
な
ど
を
巡
り
議
論
を
重
ね
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
事
実
的
因
果
関
係
と
は
何
な
の
か
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

「
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
」
テ
ス
ト
は
何
を
ど
の
よ
う
に
判
断
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
正
面
か
ら
論
じ
る

(
d
E
問。『ョ)

学
説
は
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
ず
、

ま
た
は
微
妙
な
意
見
の
対
立
が
あ
っ
て
も
、

そ
れ
は
真
剣
な
議
論
の
対
象
と
は
な
ら
ず
放
置
さ
れ
て
き

た
と
い
う
の
が
実
状
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
「
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
」

の
意
義
に
つ
い
て
、
平
井

(HSrcω)
lま

「
前
者
〔
被
告
の
行
為
と
い
う
事
実
〕

が
存
在
し

な
か
っ
た
な
ら
ば
後
者
〔
賠
償
を
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
損
害
の
事
実
〕
も
ま
た
存
在
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
思
考
の
上
で

の
条
件
関
係
」
と
い
う
同
語
反
復
的
定
義
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
論
者
に
よ
っ
て
は

EZこ
C
1
テ
ス
ト
を
、
必
要
条
件
と

(
5
)
 

し
て
の
原
因
を
問
う
も
の
と
捉
え
た
り
、
あ
る
い
は
「
条
件
関
係
と
は
、
『
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
』
と
の
仮
定
的
消
去
法
を
用
い
、
思

(
6
)
 

考
上
の
操
作
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
論
理
的
結
合
関
係
を
い
う
」
と
述
べ
る
な
ど
、
論
理
学
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
こ
れ
を
説
明
し
よ
う
と
す
る

も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
円
。
ロ
$
5
0
2
口
町
告
白
口
。
口
を
基
礎
と
す
る
「
条
件
関
係
論
は
、
自
然
科
学
的
認
識
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ



(
7
)
 

れ
既
に
決
定
さ
れ
た
結
論
を
単
に
正
当
化
す
る
論
理
構
成
に
す
ぎ
な
い
」
と
し
た
り
、
「
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
」
の
ル

l
ル
が
用
い
ら

れ
る
の
は
、
因
果
関
係
の
本
来
の
性
質
で
あ
る
反
復
性
の
確
認
が
「
不
法
行
為
の
よ
う
な
社
会
的
な
現
象
で
は
、
実
行
不
可
能
な
こ
と
で
」

(
8
)
 

あ
る
か
ら
だ
と
す
る
説
(
こ
れ
は
訴
訟
上
の
事
実
的
因
果
関
係
は
反
復
可
能
性
を
捨
象
し
て
い
る
と
解
す
る
前
節
ニ
の
浮
井
説
に
近
い
)
の
よ
う
に
、

「
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
」
を
自
然
科
学
上
の
ま
た
は
本
来
の
因
果
関
係
の
テ
ス
ト
と
は
切
り
離
し
て
理
解
す
る
学
説
も
存
す
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
少
数
で
は
あ
る
が
、
物
理
学
な
い
し
自
然
科
学
に
お
け
る
因
果
関
係
の
認
識
手
段
と
し
て
も

d
E
ゲ
ー
テ
ス
ト
は
意
味
を
持

(9) 

つ
こ
と
に
言
及
す
る
論
者
も
い
る
な
ど

d
c丹
念

1
テ
ス
ト
に
対
す
る
学
説
の
認
識
は
暖
昧
で
、
ま
た
は
帰
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。
こ

の
よ
う
な
状
況
を
概
観
す
る
だ
け
で
も
、
「
事
実
的
因
果
関
係
は

d
E
F『
3

テ
ス
ト
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
」

と
い
う
基
本
命
題
が
、

学
説

不法行為帰責論の再構成・序説(1)

に
よ
っ
て
十
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
、
帰
責
判
断
に
お
け
る
事
実
と
政
策
と
の
安
易
な
二
元
化
ゃ
、
事
実
的
因
果
関
係
概
念
の
い
た
ず
ら
な
普

遍
化
と
い
う
事
態
を
招
き
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
対
す
る
(
十
分
な
検
討
を
経
な
い
)
批
判
や
微
妙
な
対
立
を
呼
び
起
こ
す
最
大
の
要
因
で
は

な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
出
発
点
た
る
問
題
意
識
に
外
な
ら
な
い
。
本
稿
の
目
的
は
、

(J) 

問
題
ゎ、意
が、識
国、に
の、基
不、づ
法、き
行、
為、事
帰、実
責、的
論、回

果
関
係
に
関
す
る
右
の
基
本
命
題
の
意
味
を
理
論
的
に
探
求
し
、

を
再
構
成
す
る
一
つ
の
手
掛
か
り
を
得
る
こ
と
に
あ
る
。

「
区
別
」
論
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、

す
な
わ
ち
、

「
区
別
」

論
の
再
検
討
に
よ
っ
て
、

そ
れ
を
前
提
と
す

」
の
よ
う
な

る
平
井
説
を
相
対
化
し
、
平
井
説
と
対
立
す
る
学
説
を
新
た
な
理
論
枠
組
み
の
下
で
捉
え
直
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
こ

と
は
同
時
に
、
従
来
の
学
説
が
十
分
に
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
帰
責
の
た
め
の
新
し
い
視
点
を
提
示
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る

北法47(5・103)1307

の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
な
い
し
目
的
意
識
を
持
ち
つ
つ
、
本
稿
で
は
次
の
大
き
く
三
つ
の
視
角
か
ら
問
題
を
分
析
す
る
。
す
な
わ



説

ち
ー
ー
、

、

、

、

、

、

、

、

、

第
一
に
本
稿
は
、
科
学
哲
学
や
社
会
学
な
ど
隣
接
諸
分
野
に
お
け
る
因
果
関
係
概
念
に

う
で
あ
る
。
ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
、
「
区
別
」
論
の
一
側
面
で
あ
る
「
事
実
と
政
策
と
の
二
元
論
」
(
本
節
一
)
を
再
検
討
す
る
た
め
に
、
法
的

必
要
な
限
り
で
)
注
目
す
る
。
と
い
う
の
は
こ

た
い
何
を
ど
の
よ
う
に
判
断
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
か
、

と
い
う
こ
と
を
知
る
必
要
が
あ
る

(
従
来
の
学
説
、
例
え
ば
平
井
説
は
事
実
的

北法47(5・104)1308

論

枠
組
み
を
い
っ
た
ん
離
れ
、

そ
も
そ
も
l
|
法
以
前
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
|
|
「
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
」
と
い
う
テ
ス
ト
が
、

し、

て〉

因
果
関
係
を
哲
学
的
・
自
然
的
因
果
関
係
と
す
る

(
第
一
節
ニ
⑥
)
だ
け
で
、

そ
れ
以
上
の
検
討
は
不
十
分
で
あ
っ
た
)
。
詳
細
は
第
二
章
以

下
に
ゆ
だ
ね
る

(
特
に
第
二
章
第
四
節
)
が
、
こ
こ
で
は

a
な
け
れ
ば
b
な
し
(
ま
た
は

a
あ
れ
ば
b
あ
り
)

(
日
)
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

(円
0
5
門
町
三
宮
宮
山
一
円
。
口
弘
】
2
0
5
}
)

が
形
式
論
理
学
上
の
議
論
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
確
認
し

と
い
う
、
前
件
に
事
実
と
反

す
る
仮
定
を
含
む
反
事
実
的
条
件
法

て
お
こ
う
。
け
だ
し
、
当
該
条
件
法
を
、
論
理
学
上
の
必
要
条
件
を
表
す
J

匂

U
l
s
(
ま
た
は
十
分
条
件
を
表
す
司
U』
)

と
い
う
条
件
法

|
|
論
理
演
算
子
U
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
条
件
法
は
実
質
的
条
件
法

(ERE-gz-ZEE-)
と
呼
ば
れ
る
l
l
l
に
置
き
換
え
る
な
ら

p
h

、
1
4
1
J
1
4
同

1

4

守、‘、、

じ
商
糾
け
l
℃
・

a
-刀
右
し

は
定
義
に
よ
り
事
実
に
反
す
る
仮
定
で
あ
る
た
め
常
に
偽
で
あ
る
か
ら
、
真
理
値
表

(
日
)

に
従
え
ば

q
の
真
・
偽
に
か
か
わ
ら
ず
全
体
の
真
理
値
は
常
に
真
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
こ
れ
は
明
ら
か
に
お
か
し
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
わ
れ
わ
れ
は
、
論
理
学
上
の
必
要
条
件
(
ロ
R
g
gミ
g
E
-
Eロ
)
と
因
果
関
係
の
起
点
た
る
必
要
原
因
(
口
2
3
gミ
2
5
m
)
と

(ロ)

を
区
別
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
、
「
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
」
と
い
う
一
言
明
を
論
理
学
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
把
握
す
る
わ

(
日
)

が
国
の
一
部
の
学
説
(
本
節
ニ
)
は
、
や
や
ミ
ス
リ
l
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
論
者
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、

「
反
事
実
的
条
件
法
の
問
題
は
:
:
:
純
粋
な
論
理
学
に
で
は
な
く
、
意
味
論
な
い
し
科
学
哲
学
に
属
し
て
い
る
」

(
C
E
ロ巾

l
E∞N
-
N
ω
)

の
で

あ
る
。
他
方
で
、
「
区
別
」
論
の
も
う
一
つ
の
側
面
で
あ
る
「
事
実
的
因
果
関
係
概
念
の
普
遍
性
」
(
本
節
一
)
を
批
判
的
に
考
察
す
る
た
め

に
は
、
因
果
関
係
概
念
の
科
学
哲
学
的
合
意
を
相
対
化
す
る
作
業
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
一
七
世
紀
後
半
に
「
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な

(
ま
た
は
司
一

a
が
あ
る
)



(
U
)
 

し
」
と
い
う
言
葉
を
、
お
そ
ら
く
初
め
て
明
示
的
に
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
ホ
ッ
プ
ズ
が
、
近
代
の
機
械
論
的
自
然
観
に
基
づ
い
て
こ
の
一
言

(
日
)

葉
を
用
い
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
然
主
義
ま
た
は
唯
物
論
的
枠
組
み
の
中
で
因
果
関
係
概
念
を
捉
え
る
限
り
|
|
本
稿
が
参

照
す
る
科
学
哲
学
は
基
本
的
に
は
こ
ち
ら
の
視
点
に
立
つ
|
l
、
「
人
間
行
為
に
回
有
の
『
主
観
的
』
要
素
を
方
法
的
に
ど
う
取
り
扱
う
か
」

(
折
原

5
2・
2
・
折
原

ζ
∞C
-

詰
同
旨
)
と
い
う
社
会
科
学
上
の
根
本
問
題
は
未
解
決
の
ま
ま
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
こ

の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
に
は
、
因
果
的
な
説
明
を
重
視
す
る
実
証
主
義
に
反
発
し
、
人
間
の
個
体
性
に
着
目
し
た
歴
史
哲
学
や
分

析
哲
学
の
動
き

(
前
節
一
の
吉
田
説
が
注
目
す
る
日
常
言
語
学
派
は
、
こ
ち
ら
の
陣
営
に
属
す
る
。
な
お
反
復
可
能
性
の
確
認
が
社
会
的
現
象
で
は

は
、
あ
る
い
は
こ
れ
と
関
連
さ
せ
て
理
解
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
)
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
と
同
時
に
、
当
該
歴

、
、
、
、
、

史
哲
学
の
動
き
を
踏
ま
え
た
上
で
歴
史
的
・
個
性
的
な
事
実
を
あ
え
て
因
果
的
に
説
明
し
よ
う
と
試
み
た
ヴ
ェ

l
パ
l
社
会
学
の
動
き
に
も

不
可
能
だ
と
す
る
学
説
(
本
節
ニ
)

注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る

(
第
二
章
以
下
、
特
に
第
三
章
第
四
節
)
。
こ
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
は
、
因
果
性
に
積
極
的
な
意
味
を
認
め

(
従
っ
て
因
果
性
の
観
念
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
懐
疑
的
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
全
面
的
に
受
け

不法行為帰責論の再構成・序説(1)

る
近
代
科
学
理
論
を
重
要
な
前
提
と
し
つ
つ
も

(
日
)

入
れ
る
こ
と
は
し
な
い
て
そ
の
意
義
と
射
程
を
慎
重
に
見
極
め
る
こ
と
を
第
一
の
分
析
視
角
と
し
よ
う
。

し
か
し
本
稿
の
目
的
は
、
「
区
別
」
論
の
再
検
討
を
通
じ
て
、
不
法
行
為
帰
責
論
と
い
う
あ
く
ま
で
法
的
な
問
題
を
再
構
成
す
る
た
め
の

手
掛
か
り
を
得
る
こ
と
に
あ
る
(
本
節
ニ
)
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
第
一
の
分
析
視
角
を
意
識
し
そ
れ
と
対
比
さ
せ
つ
つ
も
、
何
よ
り
も

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

当
事
者
の
主
張
が
な
さ
れ
判
決
が
下
さ
れ
る
と
い
う
限
ら
れ
た
法
的
空
間
の
中
で
、
裁
判
官
が

つ
あ
れ
な
け
れ
ば

(
ず
三
宮
『
)
」
と
い
う
一
一
一
一
口

明
を
ど
の
よ
う
な
文
脈
な
い
し
意
図
で
用
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
当
該
一
言
明
が
紛
争
当
事
者
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の

、、

k
げ
)

か
i
l
こ
れ
ら
は
当
該
言
明
の
語
用
論
的
側
面
に
注
目
す
る
も
の
で
あ
る
ー
ー
ー
、
ま
た
そ
こ
に
お
い
て
「
区
別
」
論
が
ど
の
よ
う
に
機
能

し
て
い
る
の
か
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
第
二
の
、
よ
り
重
要
な
分
析
視
角
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
視
角
を
有
効
に
働
か

(
叩
叩
)

せ
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
分
析
の
比
較
法
上
の
対
象
を
主
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
に
求
め
た
い
。
と
い
う
の

北法47(5・105)1309



説

は
こ
う
で
あ
る
。
既
に
紹
介
し
た
よ
う
に
(
第
一
節
二
⑤
)
、
平
井
説
が
「
区
別
」
論
を
唱
え
る
に
当
た
り
、

L
-
グ
リ
ー
ン
の
業
績
に
着
目

北法47(5・106)1310

し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
グ
リ
ー
ン
ら
ア
メ
リ
カ
の
リ

l
ガ
ル
・
リ
ア
リ
ス
ト
が
今
世
紀
初
頭
に
、
近
因
に
は
事
実
的
因

論

果
関
係
以
上
の
政
策
的
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
に
至
っ
た
歴
史
的
な
経
緯
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
わ
が
国
で
は
も
ち
ろ
ん
イ

ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
十
分
な
研
究
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
だ
が
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
の
生
成
過
程
に
お
い
て
、
背
後
に

(
ゆ
)

ど
の
よ
う
な
社
会
的
・
経
済
的
な
動
き
が
存
在
し
た
の
か
、
そ
の
中
で
、

d
三
『
。
『
ョ
と
い
う
言
明
が
用
い
ら
れ
、
ま
た
は
「
区
別
」
論
の

一
側
面
で
あ
る

d
ロ
丹
念
巧
テ
ス
ト
の
先
行
性
(
本
節
一
)
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
の
は
、

ど
の
よ
う
な
損
害
類
型
に
お
い
て
で
あ
っ
た
の
か
、

グ
リ
ー
ン
の
主
張
し
た
事
実
と
政
策
と
の
二
元
論
は
他
の
リ
!
ガ
ル
・
リ
ア
リ
ス
ト
の
主
張
と
ど
う
異
な
っ
て
い
た
の
か
な
ど
を
解
明
す
る

と

(
第
二
章
)

は
、
「
区
別
」
論
の
法
的
な
意
義
を
知
る
上
で
必
須
の
こ
と
だ
と
考
え
る
。
ま
た

「
区
別
」
論
が
成
立
し
た
後
の
ネ
グ
リ

ジ
エ
ン
ス
法
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
な
「
区
別
」
論
批
判
が
起
こ
り
、

そ
れ
に
応
じ
て
事
実
的
因
果
関
係
概
念
が
ど
う
展
開
し
て
い
っ
た
の

も
「
区
別
」
論
の
意
義
や
射
程
を
知
る
上
で
極
め
て
有
益
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
|
|
第
一
の

視
角
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
も

l
l
主
と
し
て
英
米
法
の
動
き
を
素
材
に

d
三
宮
『
ョ
と
い
う
言
明
や
「
区
別
」
論
の
法
内
在
的
な
機
能
(
そ

か
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
こ
と

(
第
三
章
)

こ
に
お
い
て
は
、
英
米
法
に
特
有
の
個
人
主
義
的
責
任
原
理
ゃ
、
不
法
行
為
制
度
の
根
幹
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
矯
正
的
正
義
な
ど
に
も
目
配
り
が
な

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
)
を
探
求
す
る
こ
と
に
、
本
稿
の
多
く
は
費
や
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

わ
が
国
の
不
法
行
為
帰
責
論
に
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
本
稿
で
は
、
不
法
行

も
っ
と
も
本
稿
の
記
述
は
終
局
的
に
は
、

為
帰
責
論
に
関
す
る
わ
が
国
の
学
説
の
状
況
あ
る
い
は
一
部
の
学
説
の
背
後
に
あ
る
ド
イ
ツ
の
相
当
因
果
関
係
説
の
意
義
に
も
関
心
を
払
い

た
い
。
具
体
的
に
は
、
「
区
別
」
論
と
密
接
す
る
と
考
え
ら
れ
る
事
例
、
例
え
ば
原
因
の
必
要
的
競
合
事
例

l
i
こ
こ
に
は
同
時
的
な
競
合

事
例
(
本
節
註

(
2
)
。

一
部
の
論
者
は
「
区
別
」
論
へ
の
懐
疑
と
割
合
的
な
解
決
と
を
リ
ン
ク
し
て
考
え
て
い
る
)

の
外
、
過
失
行
為
後
に
何
ら

か
の
原
因
が
介
在
す
る
異
時
的
な
競
合
事
例
(
被
害
者
や
第
三
者
の
行
為
が
介
在
す
る
と
き
は
「
事
実
的
因
果
関
係
の
普
遍
性
」
が
問
題
と
な
り
う



る
(
第
一
節
五
)
。
ま
た
ド
イ
ツ
の
相
当
因
果
関
係
説
を
意
識
す
る
論
者
は
落
雷
の
よ
う
な
偶
然
的
な
原
因
の
介
在
に
注
目
す
る

(
初
)

ま
れ
る

i
i
及
び
不
作
為
不
法
行
為
事
例
(
第
一
節
回
。
こ
こ
で
は
「
事
実
と
政
策
竺
一
元
論
」
が
問
題
と
な
る
)

状
況
を
意
識
し
つ
つ
、
英
米
法
の
分
析
を
行
っ
て

こ
れ
が
第
三
の
分
析
視
角
で
あ
る
。

お
け(
る第
ゎ、こ
が、 E日
園、ご
の、)

議、が
論、含

(
第
二
章
・
第
三
章
)
、
帰
責
論
再
構
成
の
手
掛
か
り
を
得
た
い

(
第
四
章
)

と
考
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
本
稿
は
、
「
区
別
」
論
の
再
検
討
を
通
じ
て
不
法
行
為
帰
責
論
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
い
う
方
法
論
を
と
り
、
そ
れ
に
と

ど
ま
る
。
従
っ
て
、
帰
責
論
全
体
の
再
構
成
を
本
稿
の
中
だ
け
で
行
う
こ
と
は
も
と
よ
り
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
わ
が
国
の
膨
大
な
下
級
審

裁
判
例
の
検
討
を
行
う
余
裕
も
な
い

味
で
、
表
題
に
あ
る
よ
う
に
ま
さ
に
本
稿
は
「
序
説
」
的
検
討
に
と
ど
ま
る
。

(
わ
が
国
の
判
例
の
分
析
は
第
四
章
で
上
級
審
裁
判
例
を
中
心
に
主
な
も
の
に
つ
い
て
の
み
行
う
)
。
こ
の
意

し
か
し
、
右
の
三
つ
の
分
析
視
角
か
ら
「
区
別
」
論
を
再
検

討
す
る
と
い
う
試
み
は
、
こ
れ
ま
で
ど
の
学
説
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
て
は
お
ら
ず
、
不
法
行
為
帰
責
論
に
き
っ
と
新
た
な
示
唆
を
も
た
ら
す

に
違
い
な
い
。

不法行為帰責論の再構成・序説(1)

問
題
の
複
雑
さ
を
反
映
し
て
前
置
き
が
や
や
長
く
な
っ
た
。
早
速
、
具
体
的
な
検
討
に
移
ろ
う
。

第
一
章
第
三
節
註

(
1
)
原
因
競
合
事
例
の
以
上
の
四
つ
の
呼
び
方
は
、
四
宮

(
-
E
Z‘
品

N
C
j

芯
加
)

心
に
即
し
て
簡
単
に
整
理
す
る
な
ら
ば
こ
う
で
あ
る
。

ま
ず
重
畳
的
競
合
事
例
(
単
独
で
完
全
に
結
果
を
惹
起
し
う
る
原
因
が
複
数
競
合
し
て
結
果
を
惹
起
し
た
場
合
)
で
は
、
各
原
因
と
結
果
と
の
問
の

因
果
関
係
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
直
接
の
検
討
対
象
と
は
し
な
い
が
、
こ
こ
で

Fd=
こ
0
1
テ
ス
ト
を
形
式

的
に
適
用
す
る
と
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
の
が
困
難
に
見
え
る
の
は
、
当
該
テ
ス
ト
に
よ
る
「
因
果
関
係
の
確
証
」
が
有
効
に
な
さ
れ
る
た
め

に
は
、
探
求
さ
れ
る
べ
き
現
象
に
た
だ
一
つ
の
原
因
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
か
ら
(
第
二
章
第
四
節
)
と
い
う
こ
と
だ
け
を
述

に
な
ら
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
例
の
問
題
状
況
を
本
稿
の
問
題
関

北法47(5・107)1311 



べ
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち

d
E
F「
テ
ス
ト
を
行
、
つ
前
に
、
他
に
現
存
す
る
「
単
独
で
結
果
を
惹
起
し
う
る
原
因
」
を
(
物
理
的
に
ま
た
は
思

考
上
)
排
除
さ
え
す
れ
ば
、
当
該
テ
ス
ト
は
有
効
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
(
従
っ
て
「
区
別
」
論
が
こ
の
問
題
に
よ
っ
て
揺
ら
ぐ
訳
で
は
な
い
)

0

次
に
択
一
的
競
合
事
例
(
単
独
で
完
全
に
結
果
を
惹
起
し
う
る
複
数
の
責
任
原
因
の
う
ち
い
ず
れ
か
が
結
果
を
惹
起
し
た
が
、
と
ち
ら
が
惹
起
し
た
の
か

は
不
明
で
あ
る
場
合
)
で
は
、
民
法
は
七
一
九
条
一
項
後
段
で
立
法
的
解
決
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
明
文
の
規
定
が
な
い
コ
モ
ン
・
ロ

1
に
お
い

て
は
議
論
が
存
す
る
も
の
の
(
第
二
章
第
一
節
註

(3)
⑦
⑦
)
、
本
稿
で
は
こ
の
問
題
は
扱
わ
な
い
。

、
、
、

さ
ら
に
、
仮
定
的
原
因
が
現
実
的
原
因
と
競
合
す
る
事
例
で
も
、

d
E
H
C「
ョ
テ
ス
ト
の
機
械
的
な
適
用
は
、
結
果
の
現
実
的
惹
起
者
の
責
任

を
否
定
す
る
不
当
な
結
果
を
招
く
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
に
関
す
る
私
見
は
「
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
」
の
判
断
枠
組
み
に
関
連
し
て
後
述

す
る
(
第
三
章
第
二
節
五
)
が
、
結
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
間
題
は
反
事
実
的
条
件
法
の
前
件
が
一
尽
す
「
可
能
的
世
界
」
に
つ
い
て
リ

ア
リ
ズ
ム
の
立
場
を
と
る
べ
き
か
否
か
の
問
題
に
帰
着
す
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
し
て
こ
れ
を
否
定
に
解
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
を
「
あ
れ
な
け
れ

ば
こ
れ
な
し
」
公
式
の
適
用
の
例
外
と
し
て
位
置
付
け
る
必
要
は
な
く
な
る
。
問
題
は
む
し
ろ
こ
の
先
に
あ
り
、
と
の
よ
う
な
政
策
的
判
断
に

よ
っ
て
、
現
実
的
惹
起
者
の
責
任
を
ど
の
程
度
肯
定
す
べ
き
か
が
|
|
事
実
的
因
果
関
係
と
は
「
区
別
」
さ
れ
た
次
元
で
|
|
問
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
検
討
は
、
「
区
別
」
論
自
体
を
批
判
的
に
検
討
す
る
本
稿
の
射
程
を
超
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
植
林

(
E
E

--u印吋
一

5
8白
)
と
樫
見
(
H

認
で
{
呂
∞
め
)
を
参
照
。
な
お
必
要
的
競
合
事
例
に
つ
い
て
は
次
註
を
参
照
。

(
2
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
事
実
的
因
果
関
係
を
量
的
に
(
事
実
の
レ
ベ
ル
で
)
捉
え
る
「
割
合
的
因
果
関
係
論
」
(
野
村

5
3
を
鴨
矢
と
す
る
)

に
対
し
て
「
区
別
」
論
を
前
提
と
し
て
あ
く
ま
で
法
的
評
価
の
レ
ベ
ル
で
、
二
疋
の
場
合
に
減
責
を
認
め
る
べ
き
か
否
か
を
論
じ
よ
う
と
す
る

伝
統
的
学
説
の
批
判
(
最
近
で
は
例
え
ば
森
島

E
S
P
N
g
)
が
存
在
し
て
い
る
(
大
塚
直

5
2
は
、
こ
の
よ
う
な
図
式
で
従
来
の
議
論
を
整
理
・
発

展
さ
せ
る
)
。
し
か
し
割
合
的
因
果
関
係
論
の
論
者
も
近
時
で
は
、
問
題
が
事
実
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
事
実
的
因
果
関
係

と
法
的
因
果
関
係
と
は
一
体
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」
(
小
賀
野

E
Z
e
g
)
と
い
う
視
角
1
1
1
こ
れ
は
「
区
別
」
論
に
対
す

る
一
つ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
る
ー
ー
ー
を
重
視
し
て
い
る
(
な
お
割
合
的
因
果
関
係
論
の
提
唱
者
で
あ
る
野
村
呂
∞
品
4

叶
∞
も
、
事
実
上
の
因
果
関
係

の
レ
ベ
ル
が
問
題
だ
と
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
政
策
的
判
断
に
よ
る
補
充
・
修
正
の
必
要
性
を
説
い
て
い
た
)
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
第
二

節
一
で
取
り
上
げ
た
吉
田
説
も
、
異
な
る
角
度
か
ら
で
は
あ
る
が
、
「
区
別
」
論
を
批
判
す
る
文
脈
で
、
実
務
の
行
う
割
合
的
因
果
関
係
論
に
理

解
を
示
し
て
い
る
。

(
3
)
例
え
ば
、
「
訴
訟
上
の
因
果
関
係
の
立
証
は
、

説
吾'h.
日間

北法47(5・108)1312

一
点
の
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も
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全
証
拠
を
総



不法行為帰責論の再構成・序説(1)

合
検
討
し
、
特
定
の
事
実
が
特
定
の
結
果
発
生
を
招
来
し
た
関
係
を
是
認
し
う
る
高
度
の
蓋
然
性
を
証
明
す
る
こ
と
で
あ
」
る
と
判
示
し
た
最

判
昭
和
五

O
年
一

O
月
二
四
日
民
集
二
九
巻
九
号
一
四
一
七
頁
[
ル
ン
バ

1
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
事
件
]
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
野
村

2
2
g
、
桜

井
節
夫

(
5
2
)
、
森
島
(
呂
言
)
の
各
判
批
参
照
。
な
お
疫
学
的
手
法
に
つ
い
て
は
、
士
口
く
は
浮
井
戸
当
∞
'
弓
)
(
東
京
地
判
昭
和
五
三
年
一

O

月
二
五
日
判
時
八
九
九
号
四
八
頁
[
東
京
ス
モ
ン
判
決
]
に
お
け
る
疫
学
的
手
法
の
導
入
を
評
価
し
つ
つ
、
因
果
関
係
を
「
没
価
値
的
な
も
の
」
と
し
た
判

旨
を
批
判
)
や
原
田
(
円
吉
川
Y
N
E
)
(
名
古
屋
高
金
沢
支
判
昭
和
四
七
年
八
月
九
日
判
時
六
七
四
号
二
五
頁
[
富
山
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
判
決
]
が
法
的
因
果

の
次
元
に
お
い
て
の
み
カ
ド
ミ
ウ
ム
原
因
説
を
採
用
し
た
と
評
価
)
な
ど
好
意
的
な
見
方
を
す
る
も
の
が
あ
っ
た
が
、
近
時
の
学
説
は
批
判
的
な
も
の

が
多
い
(
瀬
川

E

S

が
批
判
説
を
整
理
し
た
上
で
、
裁
判
例
と
の
応
接
関
係
を
反
批
判
的
に
検
討
す
る
。
な
お
森
島
呂
由
N

白
も
参
照
)
。

(
4
)
前
註
の
野
村
、
桜
井
、
浮
井
、
原
因
説
な
ど
。
よ
り
一
般
的
に
は
、
例
え
ば
古
谷
(
弁
護
士
)
(
呂
叶
。
-
印
印
)
は
「
単
な
る
因
果
関
係
の
有
無
は

法
律
上
の
問
題
で
は
な
い
が
、
し
か
し
一
種
の
価
値
判
断
で
は
あ
る
」
と
説
き
、
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
研
究
会
(
呂
∞

Y
S
)
で
小
島
武
司
は
、
因
果

関
係
論
に
は
言
及
し
な
い
が
事
実
認
定
一
般
の
問
題
と
し
て
、
歴
史
的
証
明
に
は
不
確
定
性
が
あ
り
法
的
な
評
価
が
入
り
込
む
こ
と
を
強
調
す
る
。

ま
た
賀
集
(
呂
∞
ω
4
N
C
N
N
C
ω
)

は
、
訴
訟
上
の
因
果
関
係
の
証
明
は
寸
当
事
者
双
方
に
対
す
る
説
得
と
い
う
法
律
的
見
地
か
ら
:
:
:
科
学
的
論

議
に
お
け
る
よ
り
も
低
い
レ
ベ
ル
の
も
の
で
も
許
さ
れ
る
」
と
主
張
し
、
山
本
隆
司
(
呂
∞
戸
討
)
も
、
医
療
過
誤
訴
訟
に
お
け
る
因
果
関
係
の

認
定
は
、
両
当
事
者
に
対
す
る
説
得
な
ど
の
法
的
評
価
の
所
産
だ
と
す
る
。
さ
ら
に
伊
藤
滋
夫

(
5
2
-
N
S
)
は
、
民
事
裁
判
に
お
け
る
事
実

認
定
で
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
訴
訟
制
度
に
よ
る
民
事
紛
争
の
適
正
迅
速
な
解
決
と
い
う
基
準
に
基
づ
く
法
的
価
値
判
断
を
行
う
べ
し
と
す
る
。

平
井

(Hus-主
-
∞
∞
)
も
、
「
:
:
:
法
律
上
の
概
念
で
あ
る
以
上
、
事
実
的
因
果
関
係
と
い
っ
て
も
社
会
学
的
・
自
然
科
学
的
事
実
の
問
題
で
は

な
く
、
広
い
意
味
で
責
任
を
負
わ
せ
る
べ
き
か
否
か
と
い
う
法
律
的
な
判
断
が
介
入
せ
ざ
る
を
え
な
い
問
題
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
事
実
的

因
果
関
係
の
立
証
の
問
題
を
論
ず
る
。
な
お
、
以
上
と
関
連
し
て
、
因
果
関
係
の
起
点
た
る
「
原
因
」
の
選
択
・
抽
出
に
当
た
っ
て
法
的
判
断

が
働
く
こ
と
も
ま
た
異
論
は
見
ら
れ
な
い
(
例
え
ば
平
井
呂
己
@
岩
は
交
通
事
故
事
例
を
例
に
あ
げ
、
被
害
者
の
負
傷
の
原
因
と
し
て
、
加
害
者
の
近

所
に
住
む
人
々
、
道
路
工
事
専
門
の
技
術
者
、
物
理
学
の
教
師
は
、
そ
れ
ぞ
れ
〔
裁
判
官
と
は
〕
異
な
る
「
原
因
」
に
注
目
す
る
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
ま

た
窪
田
呂
∞
ブ

N
E
-
E
E
-
H
N
H
も
参
照
)

0

(
5
)
囚
{
呂
呂
∞
ωσ
・
2
H一
森
島
呂
∞
ブ
N

∞
ω
・

(
6
)
賀
集
号
∞
ω
・
5ψ
も
っ
と
も
賀
集
(
呂
∞
ω
-
H
S
I
N
C
H
)

は
、
因
果
関
係
を
個
々
の
因
果
の
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
と
考
え
た
場
合
の
事
実
的
因
果

関
係
(
こ
の
証
明
は
科
学
法
則
や
経
験
則
に
基
づ
い
て
直
接
的
に
な
さ
れ
る
)
と
、
個
々
の
因
果
の
連
鎖
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
薄
ら
ぎ
、
単
に
初
め
と
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説

終
わ
り
の
両
端
の
問
が
問
題
と
な
る
条
件
関
係
(
こ
こ
で
は
直
接
証
明
は
考
え
ら
れ
な
い
)
と
を
区
別
し
て
考
え
、
訴
訟
に
お
け
る
証
明
の
対
象
は
凶qo 

前

者

の

事

実

的

因

果

関

係

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

(

後

者

の

証

明

で

は

因

果

の

メ

カ

ニ

ズ

ム

は

解

明

さ

れ

な

い

か

ら

)

と

す

る

。

山

(
7
)
前
田
呂
吋
∞
P
N
N
日
酔

HN-
ま
た
前
田

(
H
S
∞
σ
[初
出
呂
弓
]
ヨ
ム
ω)
も
「
因
果
関
係
と
い
う
場
合
は
、
事
実
の
認
定
が
問
題
で
あ
り
、
し
か
も
、

J
1

そ
れ
は
、
条
件
説
す
な
わ
ち

-
h
S
E
E
D
巴
口
巾
告
白
ロ

gz
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
の
で
な
か
、
自
然
科
学
的
経
験
的
知
識
に
よ
っ
予
定
め
ら
れ
る
」
市A44 

と
説
い
て
い
る
(
な
お
前
田
呂
∞
0
・
H
N
叶
も
重
畳
的
因
果
関
係
事
例
に
関
連
し
て
で
あ
る
が
、
「
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
」
公
式
よ
り
も
自
然
科
学
的
経
ほ

験
的
知
識
の
重
要
性
を
説
く
て
ま
た
幾
代
(
呂
コ
・
己
品
)
と
幾
代
H
徳
本
(
補
訂
)
(
5
8
-
H
H
U
)
も
前
回
説
を
肯
定
的
に
評
価
し
、
事
実
的
因

j

果
関
係
の
存
否
は
純
粋
に
自
然
科
学
的
知
識
に
よ
っ
て
決
ま
り
当
該
認
識
の
上
に
立
っ
て
条
件
説
が
妥
当
す
る
と
説
く
(
な
お
後
註

(
9
)
も
参
照
)
。

さ
ら
に
賀
集
(
包
∞
ω
-
N
C
H
)
(
前
註

(
6
)
参
照
)
も
、
「
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
」
公
式
は
、
他
の
科
学
的
知
識
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た

事
実
的
因
果
関
係
を
後
か
ら
巧
み
に
説
明
す
る
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
発
想
は
ド
イ
ツ
法
の
影
響
を
受
け
て

い
る
わ
が
国
の
刑
法
学
者
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
林

(
E
g
-
-
N
吋
N)

は
、
エ
ン
ギ
ッ
シ
ユ
(
何
回
開
E
F
I
H
S
H
)
1
1
1
2
E
E
O

ZH巾
心
己
申
ロ
O

ロ
公
式
を
批
判
し
、
結
果
が
外
界
変
化
の
連
鎖
を
通
し
て
行
為
と
法
則
的
に
結
合
し
て
い
る
と
き
、
行
為
は
結
果
の
原
因
で
あ
る
と

す
る
合
法
則
的
条
件
公
式
を
提
唱
し
た
|
|
に
依
拠
し
て
、
「
円
S
E
t
c
目

E
m
O
E
2
5ロ
公
式
が
法
則
知
識
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
は

全
く
正
当
で
あ
る
」
と
す
る
(
な
お
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
説
に
つ
い
て
は
、
次
章
第
三
節
第
一
款
註
(
げ
)
参
照
)
。

(
8
)
浦
川
呂
志
[
初
出

5
8
]
a
N
S

(
9
)
幾
代
(
呂
ゴ
唱

HH
印
叫
冊
目
)
と
幾
代
H
徳
本
(
補
訂

)
(
5
2・
H
N
C
酔
印
)
は
、
「
円
E
E
C
C
山-ロ巾』
E

口
C
口
と
い
う
の
は
、
事
実
の
自
然
科
学
的

認
識
に
お
い
て
も
、
そ
の
認
識
そ
の
も
の
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
経
験
的
・
論
理
的
な
手
法
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
も
っ
と
も
幾
代
説
は
「
あ

れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
」
公
式
の
発
見
公
式
性
へ
の
疑
問
も
同
時
に
提
示
し
て
お
り
(
前
註
(

7

)

)

、
微
妙
な
揺
れ
を
見
せ
て
い
る
(
自
然
科
学

と
法
学
と
で
当
該
公
式
の
機
能
が
異
な
る
と
い
う
解
釈
を
と
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
?
)
。
ま
た
前
註

(
7
)
の
林
(
同
認
め
-
H
N
叶
凶
)
も

g
E広
5
巴
忠

告
白
ロ

S
の
手
法
は
、
科
学
者
が
自
然
法
則
の
発
見
す
な
わ
ち
因
果
連
関
確
認
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
(
裁
判
官
が
?
)
仮
定
的

経
過
を
組
み
立
て
る
際
に
こ
の
手
法
を
用
い
る
と
き
は
、
既
知
の
法
則
知
識
が
フ
ル
に
動
員
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
森
島

(
E
S
F

NC)
は、

B
と
A
と
の
問
の
(
訴
訟
上
の
)
事
実
的
因
果
関
係
に
つ
い
て
、
立
証
の
困
難
性
と
い
う
問
題
は
あ
る
が
、
「
こ
れ
ま
で
は
比
較
的
単
純

に
B
を
抜
い
た
ら
、

A
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
っ
た
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
的
な
考
え
方
を
し
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
」
と
し
て
お
り
、
自

然
科
学
と
同
次
元
で
問
題
を
捉
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
(
も
っ
と
も
森
島
説
は
そ
れ
に
続
け
て
、
「
少
な
く
と
も
論
理
的
に
A
か
ら
B
の
結
果
を
た
ど

ーヂ之、

日岡
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り
う
る
限
り
、
『
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
』
と
い
う
こ
と
に
し
て
い
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
)
。

(
叩
)
こ
れ
は
、
反
事
実
的
条
件
文
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
(
例
え
ば
杖
下
呂
∞

Nd=)
が、

g
Z
E
S弘
と
い
う
用
語
は
、
論
理
学
に
お
い
て
は

条
件
法
と
訳
さ
れ
、
寸
も
し
:
:
:
な
ら
ば
:
:
:
」
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
言
明
を
意
味
し
て
用
い
ら
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
従
っ

て、

2
5
Z三部門門
E
-
B
E
E
Sと
も
反
事
実
的
条
件
法
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
本
稿
で
も
(
日
常
的
な
感
覚
か
ら
は
や
や
ず
れ
る
が
)
こ

の
訳
で
個
々
の
言
明
を
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

(
日
)
例
え
ば
、
(
石
炭
が
黒
く
な
い

)
U
(
ア
ラ
ス
カ
は
州
で
は
な
い
)
と
い
う
(
直
接
法
で
述
べ
ら
れ
真
理
関
数
に
関
わ
る
)
実
質
的
条
件
法
は
、

明
ら
か
に
真
で
あ
る
(
前
件
が
偽
だ
か
ら
)
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
「
石
炭
が
黒
い
」
と
い
う
こ
と
が
、
「
ア
ラ
ス
カ
が
州
で

あ
る
」
こ
と
の
原
因
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
(
印
国

E
S
I
Z
E
-
-
H印ヨ到
ZH)。
あ
る
い
は
、
「
も
し
仮
に
自
の
前
の
書
籍
が
百
度
に
熱
せ
ら
れ
る

な
ら
ば
、
こ
の
書
籍
は
沸
騰
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
文
章
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
実
質
的
条
件
法
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
前
件

が
偽
(
け
だ
し
、
書
籍
を
百
度
に
熱
す
る
こ
と
が
一
般
に
可
能
だ
と
し
て
も
、
自
の
前
の
当
該
量
目
物
に
関
し
て
は
事
実
に
反
す
る
仮
定
で
あ
る
か
ら
)
で
あ

る
以
上
、
全
体
は
真
と
な
る
(
飯
田

5
8・
H

ミ
ム
∞
∞
の
例
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
)
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
反
事
実
的
条
件
法
の
妥
当
性
が
形
式

論
理
学
の
扱
う
真
理
関
数
と
は
無
関
係
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
、
実
質
的
条
件
法
は
「
前
件
が
真
か
つ
後
件
が

偽
で
あ
る
場
合
で
な
い
限
り
、
前
件
が
ど
れ
ほ
ど
後
件
と
関
連
を
持
た
な
く
て
も

(
q
E
2
g円
)
、
真
と
し
て
解
釈
す
る
よ
う
に
指
示
す
る
」

(
P
2
6
H
E
N
-
E
l
i
ま
さ
に
こ
れ
が
形
式
論
理
学
の
形
式
性
た
る
ゆ
え
ん
と
言
え
る

l
l
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
は
サ
モ
ン
、
飯
田
、

ク
ワ
イ
ン
の
外
、
カ
ル
ナ
ッ
プ

(psel-ωω
∞
lEω
寸
)
、
ナ

i
ゲ
ル
(
閃

Z
同四巾

7
3
2
4
A叶

4兇
H
S
)、
薮
木
戸
市
山
、
吋

ω)
、
グ
y

ド
マ
ン

(
の
き
己
呂
田
口

I
E∞
ω)
、
永
井
均

(
5
5
-
S
)
な
ど
多
く
の
哲
学
者
ま
た
は
論
理
学
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
反
事
実
的
条
件

法
を
支
え
る

(
H
左
右
O

『
三
こ
の
意
味
に
つ
い
て
は
第
二
章
第
四
節
参
照
)
法
則
の
妥
当
性
及
び
そ
の
初
期
条
件
(
こ
れ
ら
は
反
事
実
的
条
件
法
に
は

含
意
さ
れ
て
い
な
い
外
部
情
報
で
あ
る
)
が
既
知
の
場
合
に
は
、
反
事
実
的
条
件
法
の
妥
当
性
は
、
論
理
的
に
(
三
段
論
法
に
よ
っ
て
)
確
認
で
き
る

|
|
こ
の
限
度
で
形
式
論
理
学
が
機
能
す
る

l
l
こ
と
に
注
意
(
同

E
を
1
3
2
4
見

出

HHO--EN
本
稿
第
三
章
第
二
節
)
。

(ロ
)
r
E
S
l
E∞品
-HH印
一
兇

Z
H
(な
お
十
行
目
の
「
十
分
条
件
」
は
「
必
要
条
件
」
の
誤
訳
づ
こ
う
考
え
る
と
旧
区
ぼ
同
盟
出
巾

D
5
5ロ
と

い
う
用
語
そ
れ
自
体
も
、
や
や
問
題
と
な
ろ
う
(
ち
な
み
に
ぽ
忠
告
白
口
。
ロ
と
い
う
一
言
葉
を
明
示
的
に
最
初
に
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
ホ
ソ
ブ
ズ
は

出
版
出
回
目
口
め
宮
白
口

S
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
た
。
後
註
(
日
)
参
照
)
。
こ
の
よ
う
な
「
条
件
」
と
「
原
因
」
と
の
概
念
の
相
違
は
次
の
例
か
ら
も

明
ら
か
で
あ
る
お
山

E
2
5∞
A
F
-
-
m
‘
到

Z
H
の
例
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
)
o
p
、
q
を
そ
れ
ぞ
れ
、
現
実
の
出
来
事
で
あ
る
ブ
レ
ー
キ
の
故
障
、
交

北法47(5・111)1315 



説

通
事
故
の
発
生
と
す
る
と
、

l
-
)
一U
I
心
は
(
前
件
が
偽
で
あ
る
か
ら
)
真
で
あ
る
(
ブ
レ
ー
キ
の
故
障
は
交
通
事
故
発
生
の
必
要
条
件
で
あ
る
)
。

従
っ
て

l
℃

U

l
心
の
対
偶

ο
U
司
も
形
式
論
理
学
上
は
真
と
な
る
(
交
通
事
故
の
発
生
は
ブ
レ
ー
キ
の
故
障
の
十
分
条
件
で
あ
る
)
。
し
か
し
わ
れ
わ

れ
は
、
ブ
レ
ー
キ
の
故
障
が
あ
る
交
通
事
故
発
生
の
必
要
原
因
で
あ
る
と
考
え
る
と
き
に
(
こ
れ
は
形
式
論
理
学
と
は
無
関
係
に
判
断
さ
れ
る
)
、
当

該
交
通
事
故
の
発
生
が
ブ
レ
ー
キ
の
故
障
の
十
分
な
原
因
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
。

(
日
)
も
っ
と
も
、
例
え
ば
四
宮

(
E∞
ω
7
2
H
)
が
、
果
た
し
て
形
式
論
理
学
上
の
議
論
を
ど
こ
ま
で
念
頭
に
置
い
て
、
「
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
」

公
式
を
「
必
要
条
件
と
し
て
の
原
因
を
問
、
つ
」
も
の
と
捉
え
て
い
た
の
か
は
、
や
や
疑
問
で
あ
り
、
侶
巨
匠
均
的
呂
町
宮
山
口
O
ロ
と
い
う
用
語
に
引

き
ず
ら
れ
た
だ
け
(
な
お
前
註
参
照
)
と
い
う
見
方
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
ミ
ス
リ

l
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
こ
と
に
は
速
い
が
な
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
「
必
要
条
件
」
と
い
う
言
葉
に
実
際
に
ミ
ス
リ
ー
ド
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
に
浜
上
(
同
混
血

-58-NHmvl)
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
浜

上
説
は
、
論
理
学
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
よ
り
積
極
的
に
行
い
、
真
理
値
表
を
用
い
て

S
E
E
D
印
戸
口
巾
門
吉
田
口
C

口
の
理
論
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
そ
の
試
み
が
成
功
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
例
え
ば
浜
上

(Hus-NEINN印
)
は
「
円
印
』
-
P
理
論
の
第
一
命
題
」
と
し
て
、

事
象
A
を
取
り
去
っ
て
考
え
た
と
き
に
結
果

R
も
な
く
な
る
と
き
は
事
象
A
か
ら
結
果

R
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
命
題
を
掲
げ
、
こ
れ
を
真
理

値
表
を
使
っ
て
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
前
件
の
「
(
現
実
に
生
じ
て
い
る
)
事
象
A
を
取
り
去
る
」
と
い
う
仮
定
は
真

実
に
反
す
る
仮
定
で
あ
る
か
ら
常
に
偽
の
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
浜
上
説
は
事
象
A
の
真
偽
に
応
じ
て
|
|
事
象

A
は
現
実
の
出
来
事
の
は

ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
真
偽
を
問
題
に
す
る
こ
と
自
体
理
解
に
苦
し
む
が
|
|
、
「
事
象
A
を
取
り
去
る
」
と
い
う
前
件
が
偽
と
真
に
場
合
分

け
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
証
明
の
そ
も
そ
も
の
出
発
点
と
し
て
い
る
点
で
、
説
得
力
に
乏
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
(
そ
の
後
の
「
証
明
」

過
程
も
か
な
り
特
殊
で
私
に
は
理
解
で
き
な
い
)
。
な
お
浜
上
説
に
つ
い
て
は
窪
田

(
5
2・
HElHNH)
も
こ
れ
を
検
討
し
、
真
理
値
表
を
巡
る
議

論
に
「
先
行
す
る
因
果
関
係
の
考
え
方
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
批
判
は
、
右
に
述
べ
て
き
た
議
論
と
同
一
線

上
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
M
H
)

ブ
ン
ゲ
呂
吋

N
[原
書

5
8
]
・2
一
ド
ニ

l
E
ω
C
[原
書

E
g
i
5
2
1
]
・コ
ω
ま
た
井
上
(
冨
寸

ω
・5H)
は
、
刑
法
に
お
け
る
条
件
説
が
、

中
世
神
学
の
因
果
論
と
闘
っ
た
一
七
、
一
八
世
紀
の
自
然
科
学
、
特
に
力
学
の
機
械
的
唯
物
論
の
法
的
反
映
だ
と
し
、
唯
物
論
者
ホ
ッ
ブ
ズ
に

言
及
す
る
。
な
お
ホ
ッ
プ
ズ
に
は
る
か
に
先
立
ち
、
プ
ラ
ト
ン

F
S
I
ω
古
∞
(
リ
]
が
『
パ
イ
ド
ン
』
の
中
で
(
毒
を
あ
お
っ
て
刑
死
す
る
ソ
ク

、
、
、

ラ
テ
ス
の
最
後
の
言
葉
の
紹
介
と
い
う
形
を
と
っ
て
)
、
既
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
「
〔
①
〕
真
の
原
因
と
は
、
す
な

わ
ち
、
ア
テ

l
ナ
イ
の
人
た
ち
が
僕
に
有
罪
の
判
決
を
下
す
の
を
よ
し
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
僕
の
ほ
う
も
こ
こ
に
座
っ
て
い
る
の
を
よ
し
と
し
、

北法47(5・112)1316
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と
ど
ま
っ
て
彼
ら
の
与
え
る
罰
を
受
け
る
の
が
正
し
い
と
思
っ
た
と
い
う
、
こ
の
こ
と
な
の
だ
。
〔
②
〕
も
し
誰
か
が
、
:
:
:
骨
と
か
、
騰
と
か
、

そ
の
ほ
か
僕
の
持
っ
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
持
つ
こ
と
な
し
に
は
、
僕
は
自
分
の
考
え
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
う
の
な
ら
、

そ
れ
は
本
当
だ
ろ
う
。
し
か
し
僕
が
行
為
す
る
の
は
|
|
し
か
も
知
性
に
よ
っ
て
行
為
す
る
の
で
あ
る
の
に
|
|
そ
れ
ら
の
も
の
の
ゆ
え
に

で
あ
っ
て
、
最
善
の
も
の
を
選
ん
で
で
は
な
い
と
言
う
の
な
ら
、
そ
れ
は
全
く
も
っ
て
、
い
い
加
減
な
議
論
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
〔
③
〕
真

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

の
原
因
で
あ
る
も
の
と
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
原
因
が
原
因
た
り
得
な
い
も
の
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
は
ね
。
多
く
の
人
々
が
ま
る

で
暗
簡
を
模
索
す
る
よ
う
に
し
て
、
不
当
に
も
原
因
と
い
う
名
で
よ
ん
で
い
る
も
の
は
、
実
は
こ
の
も
の
で
は
な
い
か
と
僕
に
は
思
わ
れ
る
」

(
プ
ラ
ト
l
ン
[
お
ア
ω
ミ
∞
わ
]
H
u
g
-
E
N
l
E
ω
・
プ
ラ
ト
ン
呂
叶
F
N
∞叶

N
∞
∞
)
。
そ
し
て
右
の
②
の
文
の
訳
註
で
松
永
は
「
い
わ
ゆ
る

8
ロ

ι
E
0
2
5
』

E
ロ
S
と
い
う
述
語
が
こ
の
あ
た
り
か
ら
き
ま
っ
て
く
る
」
と
し
て
い
る
(
プ
ラ
ト
ン
呂
斗
P

N

∞
∞
問
N
)

。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の

は
『
パ
イ
ド
ン
』
の
中
で
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
究
極
の
目
的
は
人
間
の
行
動
の
原
理
(
真
の
原
因
)
を
探
求
す
る
こ
と
に
あ
り
(
①
)
、
唯

物
論
的
傾
向
と
結
び
つ
い
た
当
時
の
自
然
研
究
(
②
)
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
っ
た
(
③
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
池
田

5
2・
N
E
)
。
そ
し
て
、

こ
の
プ
ラ
ト
ン
の
問
題
の
立
て
方
こ
そ
、
本
文
で
述
べ
る
私
の
問
題
関
心
(
人
間
行
為
に
悶
有
の
要
素
を
扱
う
た
め
に
因
果
関
係
概
念
の
相
対
化
を
試

み
る
)
の
一
つ
淵
源
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
フ
リ
ュ

l
H
ヴ
イ
ー
ジ
ー
(
呂
∞
甲
[
原
書
呂
∞
叶
]
)
も
右
の
プ
ラ
ト
ン
の
二
種
の
原
因
概

念
に
着
目
し
、
「
行
為
者
因
果
」
と
「
出
来
事
因
果
」
を
区
別
し
て
論
じ
る
。
ま
た
藤
津

(
H
U

∞
寸
)
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
唯
物
論
的
な
原
因
よ
り
も

重
視
す
る
、
真
の
「
原
因
(
ア
イ
テ
ィ
ア
j
)
」
の
訳
語
と
し
て
、
近
年
の
英
語
圏
の
パ
イ
ド
ン
研
究
者
の
多
く
は

2
5巾
で
は
な
く

2
8
8
を

採
用
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

(
日
)
ホ
ァ
ブ
ズ
は
、
こ
れ
ま
で
法
律
学
の
分
野
で
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
(
前
註
井
上
説
の
外
は
、
わ
が
国
で
は
伊
藤
正
己
呂
昌
司

Nωω

が
分
析
法
学
の
始
祖
と
し
て
ホ
ッ
プ
ズ
に
言
及
し
、
ま
た
長
谷
部

H
u
s
-
N
H
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
実
証
主
義
的
に
理
解
し
た
ホ
ッ
ブ
ズ
に
着
目
し
て
い
る
)

が
、
「
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
」
と
い
う
言
明
の
原
義
を
知
る
意
味
で
、
彼
の
当
該
一
言
明
に
関
す
る
見
解
を
こ
こ
で
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

ホ
ッ
プ
ズ
は
、
偶
有
性
(
曲
円
門
戸
含
口
三
物
体
A
が
物
体
B
に
働
き
か
け
、
作
用
す
る
と
き
は
、

A
は
B
の
中
に
存
す
る
偶
有
性
を
生
ぜ
し
め
又
は
破
壊
す

る
)
、
能
動
者
(
国
間
内
三
一

B
に
運
動
を
生
ぜ
し
め
た
A
)
、
受
動
者
(
宮

t
g亡
運
動
が
生
じ
た

B
)
と
い
う
(
一
見
ス
コ
ラ
哲
学
的
な
)
概
念
を
用
い

て
、
「
あ
ら
ゆ
る
結
果
の
原
因
は
、
能
動
者
と
受
動
者
双
方
の
中
の
、
あ
る
一
定
の
偶
有
性
(
円

3
Eロ印
2
E
E
Z
)
か
ら
成
る
。
そ
し
て
偶
有
性

が
す
べ
て
存
す
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
が
生
じ
る
。
し
か
し
、
も
し
偶
有
性
の
ど
れ
か
一
つ
が
欠
け
て
い
る
の
な
ら
結
果
は
生
じ
な
い
。
つ
ま

り
能
動
者
ま
た
は
受
動
者
の
偶
有
性
は
、
そ
れ
な
く
し
て
結
果
が
生
じ
え
な
い
の
で
あ
り
、
不
可
欠
な
原
因
(
門
主
的
即
日
日
号
告
白
口
。
ロ
)
、
す
な
わ
ち

北法47(5・113)1317 



説

:
・
結
果
の
産
出
に
必
須
の
(
「
Z
E
Z
号
)
原
因
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
原
因
で
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
完
全
な
原
因
(
巾
5
2
3
5巾)

は
、
能
動
者

l
l
l
そ
れ
が
ど
ん
な
に
多
数
で
も
|
|
!
と
受
動
者
双
方
の
す
べ
て
の
偶
有
性
の
集
合
体
で
あ
る
。
:
:
:
結
果
を
作
る
の
に
必
須

で
あ
る
能
動
者
の
偶
有
性
の
集
合
体
は
、
そ
の
結
果
が
生
じ
る
と
き
、
そ
の
作
用
因
(
え
『
2
5
2
5巾
)
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
受
動
者

の
偶
有
性
の
集
合
体
は
、
結
果
が
生
じ
る
と
き
、
通
常
、
質
料
因

(EZ「回目
-sc田
町
)
と
呼
ば
れ
る
」
と
説
い
た
の
で
あ
る
(
ロ
§

Z
∞
昆

ω
ω
[初

出
広
告
の
英
訳
]-HN-HNN)
。

こ
の
よ
う
に
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
物
体
の
本
質
に
で
は
な
く
偶
有
性
に
着
目
し
、
そ
の
運
動
(
「
運
動
」
こ
そ
当
時
の
哲
学
界
の
中
心
課
題
だ
っ
た
)
に

お
い
て
一
不
さ
れ
る
偶
有
性
の
変
化
、
す
な
わ
ち
因
果
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
(
工
藤
早
∞
N
)

の
で
あ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
(
そ

し
て
そ
れ
を
受
け
継
い
だ
ス
コ
ラ
哲
学
上
の
)
四
つ
の
原
因
概
念
(
作
用
困
、
形
相
因
、
質
料
因
、
目
的
図
)
の
う
ち
、
作
用
因
と
質
料
因
と
い
う

言
葉
を
残
し
、
そ
れ
を
用
い
て
、
作
用
因
に
関
す
る
ガ
リ
レ
イ
の
見
解
(
そ
れ
が
置
か
れ
る
と
絶
え
ず
結
果
が
続
き
そ
れ
が
取
り
去
ら
れ
る
と
結
果
も

消
え
る
、
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
も
の
が
原
因
で
あ
る
と
し
て
、
望
遠
鏡
を
長
く
し
た
こ
と
が
画
像
拡
大
の
原
因
だ
と
結
論
付
け
た
。
ブ
ン
ゲ
呂
叶
N

[
原
書
巴
呂
]
占
日
開
。
参
照
)
を
進
展
せ
し
め
(
な
お
ホ
ッ
プ
ズ
と
ガ
リ
レ
イ
の
出
会
い
に
つ
い
て
は
永
井
道
雄

5
2
-
呂
、
水
田

ESeω
叶
Nを
参
照
)
、

「
不
可
欠
な
原
因
」
と
「
完
全
な
原
因
」
と
を
区
別
し
た
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
プ
ズ
は
以
上
の
よ
う
な
立
場
を
出
発
点
と
し
て
、
現
象
を
因
果
関

係
に
よ
っ
て
認
識
し
よ
う
と
試
み
、
哲
学
を
「
原
因
の
学
」
と
位
置
付
け
た
(
岸
畑

5
2
)
。
そ
し
て
こ
の
機
械
論
的
な
自
然
観
を
心
的
・
社
会

、
、
、
、
、
、
、
、
、

的
領
域
に
ま
で
及
ぽ
し
|
|
例
え
ば
『
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
』
の
中
で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
人
間
の
意
志
活
動
が
自
由
か
ら
生
じ
る
と
同
時
に
必
然
性

か
ら
も
生
じ
る
と
捉
え
て
い
る

S
S
Zて
E
E
[初
出

52]-HHH-
兇
G
E
な
お
佐
藤
正
志
呂
コ
参
照
)
。
こ
の
白
白
と
必
然
性
の
両
立
を
支

え
る
論
拠
と
し
て
ホ

y
ブ
ズ
(
出
。

u
u
g
l
E土
[
初
出
年
は
不
明

γ
E
1
2
)
は
、
人
は
望
む
と
き
は
い
つ
で
も
自
由
に
行
為
で
き
る
〔
こ
の
限
り

で
自
由
で
あ
る
〕
が
、
自
由
に
望
む
こ
と
は
で
き
な
い
(
必
然
性
が
働
く
か
ら
〕
こ
と
を
強
調
す
る
(
こ
の
よ
う
な
形
式
的
な
「
両
立
」
論
に
対
す

る
批
判
と
し
て
例
え
ば
黒
田

E
S
-
g
参
照

)
iー
、
そ
の
徹
底
し
た
自
然
主
義
・
唯
物
論
を
も
っ
て
、
ま
さ
に
近
代
哲
学
な
い
し
自
然
科
学
の

幕
開
け
を
飾
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
近
代
の
機
械
論
的
な
自
然
観
が
、
必
ず
し
も
ホ
ソ
ブ
ズ
説
の
よ
う
な
唯
物
論
と
直
結
す
る
も
の
で
は

な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ハ
イ
ム
ゼ

l
ト

(
5
2
[原
書
呂
缶
〕
コ
ー
∞
同
)
を
参
照
。
ま
た
ホ
ッ
ブ
ズ
の
哲
学
を
解
説
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
外

に
藤
原
(
呂
叶

ω・
5
2
)
や
桜
井
弘
木

(
E吋
印
ヨ

HZC)
な
ど
が
あ
る
。
な
お
ヴ
ィ

l
ア
ッ
カ

l
(
5
g円
r
R
5
2・
ωoω)
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
理

性
法
論
の
発
展
を
促
し
た
人
物
と
し
て
、
社
会
を
自
然
法
則
的
に
捉
え
た
ホ
ッ
プ
ズ
に
注
目
す
る
。

(
日
)
近
代
科
学
に
お
け
る
因
果
性
の
概
念
が
理
論
負
荷
的
な
性
格
を
免
れ
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
と
因
果
性
の
観
念
は
否
定
さ
れ
(
和
田

5
2
-
∞叶)、
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不法行為帰責論の再構成・序説(1)

ま
た
は
科
学
的
相
対
主
義
の
立
場
に
連
な
る
結
果
と
な
る
(
小
林

5
2
-
E
S
P
-
N叶
l
)
0

こ
の
よ
う
な
事
態
を
前
に
し
て
わ
れ
わ
れ
が
と
る
べ

き
選
択
肢
は
幾
っ
か
考
え
ら
れ
よ
う
。
例
え
ば
和
田

(HUE-E)
の
よ
う
に
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
近
代
科
学
批
判
を
受
容
し
つ
つ
も
そ
の

克
服
を
志
向
す
る
、
ま
た
は
小
林

(
S
u
r
-
E
H
J
H
U
S
F
)
の
よ
う
に
、
科
学
的
実
在
論
が
妥
当
す
る
科
学
的
世
界
と
、
そ
れ
と
二
元
論
的
に

区
別
さ
れ
る
べ
き
日
常
の
生
活
世
界
を
想
定
す
る
な
ど
。
こ
れ
に
対
し
て
本
稿
で
は
、
因
果
性
の
観
念
は
科
学
の
世
界
で
批
判
に
さ
ら
さ
れ
つ

つ
も
、
し
か
し
な
お
一
定
の
妥
当
性
を
持
つ
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
(
第
三
章
第
四
節
で
述
べ
る
よ
う
に
こ
う
解
す
る
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
)
、
当

該
観
念
は
、
社
会
科
学
が
扱
う
生
活
世
界
で
も
お
そ
ら
く
一
定
限
度
で
通
用
す
る
(
こ
の
限
り
で
生
活
世
界
と
科
学
的
世
界
と
の
間
に
断
絶
は
存
し
な

い
)
が
、
通
用
し
な
い
こ
と
も
場
合
に
よ
っ
て
は
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
視
角
を
と
り
た
い
。
こ
れ
は
や
や
暖
昧
で
複
雑
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
う

解
す
る
こ
と
で
問
題
状
況
を
無
理
な
く
把
握
で
き
る
と
考
え
る
。

(
口
)
モ
リ
ス
(
玄

2
2
5
ω
∞
)
以
来
、
言
語
の
研
究
を
構
文
論
(
印
三
C
H
一
一
言
口
語
を
そ
の
使
用
者
と
も
一
言
語
外
の
対
象
と
も
独
立
に
考
察
す
る
)
、
意
味

論
(
印

S
S
5
1
一
言
語
と
言
語
外
の
対
象
と
の
問
の
関
係
を
考
察
す
る
)
、
語
用
論
(
司
『
国
間
告
白

ca
一
一
言
語
・
一
言
語
外
の
対
象
・
一
言
語
使
用
者
の
三
者
の
閑
の

関
係
を
考
察
す
る
)
の
コ
一
部
門
に
分
割
す
る
こ
と
は
、
多
く
の
論
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
語
用
論
に
お
い
て
は
言
語
使
用
者
が

ど
の
よ
う
な
文
脈
で
言
語
を
用
い
る
の
か
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
(
語
用
論
の
意
義
に
つ
い
て
は
飯
田
昌
∞
印
-
コ

N，
コ

ω-Eω
間

g-uω
∞

砕
き
を
、
よ
り
簡
単
に
は
今
村
呂
∞
∞

eNωNfNωω

〔
松
本
洋
之
執
筆
〕
、
入
門
書
と
し
て
は
例
え
ば

y-44HSω
を
参
照
)
。
法
的
空
間
の
中
で
裁
判
所

が
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
何
を
意
図
し
て
「
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
」
と
い
う
言
語
を
用
い
た
の
か
、
と
い
う
第
二
の
分
析
視
角
は
、
こ
の
意

味
で
(
第
一
の
視
角
が
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
意
味
論
を
分
析
す
る
こ
と
と
異
な
り
、
ま
た
そ
れ
と
補
い
合
い
つ
つ
)
ま
さ
に
語
用
論
に
着
目
す

る
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
な
お
法
律
学
像
全
体
の
根
拠
づ
け
と
し
て
の
「
議
論
」
の
重
要
性
を
説
く
平
井

(
5
2
[初
出

5
8
]
・
5
コ
)

も
、
「
議
論
」
が
語
用
論
の
側
面
と
関
わ
り
合
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
「
こ
こ
に
『
議
論
』
の
も
つ
最
大
の
哲
学
的
意
義
が
あ
る
」
(
コ
)
と

し
て
い
る
(
な
お
平
井
説
の
法
律
学
基
礎
論
は
、
法
律
家
集
団
の
構
成
員
が
用
い
る
共
通
の
「
言
語
」
(
法
的
議
論
の
素
材
と
な
る
先
例
や
慣
行
、
そ
し
て
議

論
の
方
法
や
格
律
)
の
存
在
を
前
提
・
重
視
し
て
い
る
と
分
析
す
る
長
谷
部
呂
定
も
参
照
)
。

(
凶
)
一
般
に
言
問
広
岡
市
ロ
円
巾
に
は
、
①
不
注
意
と
い
う
心
理
状
態
、
②
注
意
義
務
違
反
と
い
う
行
為
態
様
、
③
注
意
義
務
違
反
を
基
礎
と
す
る
不

法
行
為
類
型
と
い
う
三
つ
の
意
味
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
う
ち
③
の
不
法
行
為
類
型
に
関
す
る
法
的
な
対
応
(
判
例
の
動
き

が
中
心
を
占
め
る
)
を
総
称
し
て
「
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
な
お
過
失
の
本
質
が
心
理
状
態
(
①
)
か
行
為
態
様
(
②
)

か
と
い
う
わ
が
国
で
も
盛
ん
な
(
ま
た
は
盛
ん
だ
っ
た
)
議
論
は
、
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
で
は
既
に
一
九
三
一

O
年
ご
ろ
ま
で
に
、
行
為
態
様

北法47(5・115)1319 



説

説
の
勝
利
で
ほ
ぼ
終
結
し
て
い
る

3
2ミ

5
5
-
E略
兵
D

ロ
ム
認
。
な
と
。
な
お
伊
藤
正
己
呂
叶
∞
{
初
出

5
3
]
、
飯
塚
呂
コ
・
ョ
，
話
、
木
下

回
申
∞
∞
[
初
出
呂
∞
∞

1
5∞叶]・

3
、
瀬
川

5
2・∞
H
N

も
参
照
)
。
本
稿
で
は
、
①
を
「
不
注
意
」
な
い
し
「
過
失
」
、
②
を
「
過
失
」
な
い
し
「
過

失
行
為
」
と
表
記
す
る
。

(
叩
)
こ
れ
ら
の
動
き
が
法
の
生
成
過
程
に
影
響
を
与
え
る
と
考
え
る
点
で
、
本
稿
は
(
社
会
)
科
学
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
発
想
に
一
定
の
理
解
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
ラ
ン
グ
デ
ル
に
端
を
発
し
た
「
法
は
一
つ
の
(
社
会
)
科
学
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方

11l
こ
の
後
者
聞
が
「
法

と
経
済
学
L

で
あ
り
ま
た
「
批
判
法
学
」
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
ー
ー
が
、
法
に
内
在
す
る
諸
価
値
や
枠
組
み
に
目
を
背
け
る
結
果

と
な
っ
た
こ
と
は
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
近
時
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
を
反
省
す
る
動
き
(
吉
田

E
S
(号
)
が
諸
文
献
を

網
羅
的
に
整
理
す
る
。
な
お
漬
野

5
5
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
l
の
伝
統
と
実
践
的
叡
知
を
強
調
す
る
尽
。
ロ
ヨ
g

E
∞
ω
を
紹
介
す
る
)
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
私
は
、
こ
れ
ら
の
(
法
的
空
間
の
背
後
に
あ
っ
て
法
に
影
響
を
与
え
て
い
る
)
要
素
を
尊
重
し
つ
つ
も
、

d
E
同

2
3
と
い
う
一
言
明

や
「
区
別
」
論
が
、
現
実
の
訴
訟
の
中
で
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
機
能
し
て
い
る
の
か
と
い
う
(
よ
り
法
1

内
在
的
な
)
側
面
(
註
(
口
)
)
を

重
視
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

(
却
)
同
時
的
な
競
合
と
異
時
的
な
競
合
と
い
う
問
題
の
整
理
の
仕
方
は
、
森
島

(ESt-NN12)
に
示
唆
を
得
た
。

論

第
二
章

「
区
別
L

論
の
成
立
過
程

ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
に
お
け
る

第

節

は
じ
め
に

そ
も
そ
も

「
区
別
」
論

そ
の
三
つ
の
側
面
に
つ
い
て
は
前
章
第
三
節
一
参
照
)

は
、
歴
史
上
ど
の
よ
う
な

』
の
定
義
は
前
章
第
一
節
三
、

北法47(5・116)1320 



経
緯
で
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
相
当
因
果
関
係
説
の
解
体
な
い
し
変
容
の
過
程
に
関
す
る
ド
イ
ツ
法
の
動
き
と
い
う
形

(
1
)
 

で
は
、
既
に
わ
が
国
で
も
紹
介
・
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
完
全
賠
償
の
原
則
を
前
提
と
し
て
「
因
果
関
係
を
限
界
付
け

る
理
論
」
だ
っ
た
相
当
因
果
関
係
説
は
、

一
九
五

0
年
代
に
、
責
任
原
因
や
行
為
者
の
有
責
性
を
顧
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
責
任
を
限
界

付
け
る
理
論
L

(
事
実
的
)
因
果
関
係
の
問
題
と
離
れ
て
、
責
任
限
界
付
け
の
理
論
を
正
面
か
ら
構
築
し

へ
と
変
容
し
た

l

|
す
な
わ
ち

ょ
う
と
す
る
動
き
が
広
ま
っ
た

l
l
の
で
あ
り
(
も
っ
と
も
伝
統
的
な
相
当
因
果
関
係
説
は
な
お
有
力
で
あ
り
、
わ
が
国
で
も
そ
れ
を
再
評
価
し
(
前

章
第
二
節
三
の
浮
井
説
て
あ
る
い
は
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
危
険
性
関
連
説
を
主
張
す
る
動
き
が
あ
る
(
前
章
第
一
節
三
参
照
)
。
従
っ
て
ド
イ
ツ
の
相

当
因
果
関
係
説
と
「
区
別
」
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
本
稿
で
は
な
お
関
心
を
払
い
な
が
ら
議
論
を
進
め
る
て
そ
の
際
に
ド
イ
ツ
の
有
力
な
学

(
2
)
 

ア
メ
リ
カ
の

L
・
グ
リ
ー
ン
に
由
来
す
る
「
区
別
」
論
を
受
け
継
い
だ
こ
と
が
検
証
さ
れ
て
い
る
。

説
は
、

そ
れ
で
は
、

か
よ
う
に
ド
イ
ツ
の
学
説
に
影
響
を
与
え
、

ま
た
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
が
国
の
平
井
説
に
強
い
影
響
を
与
え
た
グ

不法行為帰責論の聞紙・序説(1)

リ
l
ン
の
考
え
方
は
、

ど
の
よ
う
な
経
緯
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
本
章
で
は
、
「
区
別
」
論
の
歴
史
的
な
意
義
や
射
程
を
知
る
た

め
に
、
従
来
あ
ま
り
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
の
問
題
を
大
き
く
次
の
五
つ
に
分
け
て
検
討
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
一
九
世
紀
以
前
の

ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
前
史
に
お
い
て
「
因
果
関
係
」
に
関
す
る
ど
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
動
き
が
存
在
し
た
の
か
を
概
観
し

(
第
二
節
)
、

一
九
世
紀
か
ら
二

O
世
紀
初
め
に
か
け
て
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
の
い
わ
ば
揺
藍
期
に
は
、

次
に
、

そ
も
そ
も
、

ど
の
よ
う
な
損
害
類
型
で
、

ま
た
ど
の
よ
う
な
文
脈
な
い
し
意
図
で

d
E
P「
ョ
と
い
う
一
言
明
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
か
(
第
三
節
)
、

あ
る
い
は
政
策
的
・

北法47(5・117)1321 

な
ぜ
顕
在
化
す
る
に
至
っ
た
の
か
を

規
範
的
判
断
に
先
行
し
て
行
わ
れ
る

d
=
こ
0
1
テ
ス
ト
は
ど
の
よ
う
な
損
害
類
型
で
、

(
科
学
な
い

し
言
語
哲
学
を
参
照
し
つ
つ
)
検
討
す
る
(
第
四
節
)
。
そ
の
上
で
、
こ
の
よ
う
に
顕
在
化
し
た
当
該
テ
ス
ト
に
対
し
て
、
二

O
世
紀
初
頭

の
リ

l
ガ
ル
・
リ
ア
リ
ス
ト
ら
が
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
の
か
を
、

L
-
グ
リ
ー
ン
の
見
解
と
他
の
リ
ア
リ
ス
ト
ら
の
見
解
と
を
対
比



説

し
な
が
ら
考
察
し

あ
る
損
害
類
型
を
取
り
上
げ
て
、
帰
責
論
に
関
す
る
若
干
の
具
体
的
な
考
察
も
行
い
た
い

(
第
五
節
)
、
併
せ
て
一
部
の
リ
ア
リ
ス
ト
が
注
目
し
た
、
「
区
別
」
論
が
判
例
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
貫
徹
さ
れ
て
い
な
い

雪ム
ロ問

を
与
え
た
ア
メ
リ
カ
の
一
判
決

(3一回開門広〈

F
o
z
r
z
E
H
N・悶・

(zd「

ζ
N
∞))

の
位
置
付
け
も
再
考
す
る
)

第
六
節
)
。

北法47(5・118)1322 

(
こ
こ
で
は
平
井
説
の
義
務
射
程
論
に
一
つ
の
影
響

な
お
以
下
で
は

(
あ
く
ま
で
わ
が
国
の
帰
責
論
の
再
構
成
の
手
掛
か
り
を
得
る
た
め
に
)
、
「
区
別
」
論
の
再
検
討
と
い
う
角
度
か
ら
ネ
グ

リ
ジ
エ
ン
ス
法
に
接
近
す
る
。
従
っ
て

(
d
z
こ
2
2
テ
ス
ト
や
事
実
的
因
果
関
係
に
関
す
る
)
英
米
の
体
系
書
や
ケ

l
ス
ブ

y

ク
の
一
般

(
3
)
 

そ
こ
に
お
け
る
論
点
を
網
羅
的
に
検
討
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
、
あ
え
て
こ
れ
を
取
ら
な
い
こ
と
を
あ
ら

的
な
叙
述
を
平
板
に
紹
介
し
、

か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

第
二
章
第
一
節
註

(1)
植
林

5
2
7
∞∞

ω'
半
田

E
S
-
5
0
H
N
7
.平
井
呂
己

-
N
ω
i
a

(
2
)
平
井

(54H唱
自
問

(ω
叶
)
)
に
よ
れ
ば
、
規
範
の
保
護
目
的
と
保
護
範
囲
に
よ
る
責
任
の
基
礎
付
け
を
提
唱
し
た
ケ
メ
ラ

l
の
考
え
方
は
、

ア
メ
リ
カ
の
グ
リ
ー
ン
、
カ
ー
ド

l
ゾ
に
由
来
し
、
ド
イ
ツ
の
ラ

l
ベ
ル
を
経
て
受
け
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(
3
)
こ
こ
で
現
在
の
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
で
、

d
E
F
1
テ
ス
ト
や
事
実
的
因
果
関
係
に
関
し
て
一
般
的
に
注
目
さ
れ
て
い
る
ケ

l
ス
(
ア
メ
リ

カ
に
関
し
て
は
司
g
g
m「
除
問

2
gロ
呂
∞
弁

T
E
E
m『
除
名
包
め

h
F
P
F垣国『門
N
1
5∞
∞
-
回
目
吋
宮
「

hr
』
白

B
g
h
r
c「ミ
l
S∞。一何百回円。
5
5
2
を
、
イ
ギ
リ
ス

に
つ
い
て
は
ま
ロ

P
E
保
守

Z
5
R
E∞
P
2
2
5間
1
5
S一
F
5
8
?印
国

2
2
8
l
E巴
を
参
照
)
を
簡
単
に
紹
介
し
、
本
稿
の
第
二
章
お
よ
び
第

三
章
の
叙
述
と
の
対
応
関
係
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

、、

ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
で
は
主
に
次
の
事
例
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
①
Y
の
不
作
為
が
法
規
や
準
則
な
ど
に
違
反
し
て
い
る
事
例

i
l
事
実

的
因
果
関
係
の
判
断
は
作
為
不
法
行
為
が
問
題
と
な
る
事
例
と
比
べ
て
一
般
に
困
難
に
な
り
が
ち
と
い
う
問
題
が
あ
る
、
②
(
①
と
も
関
係
す

る
が
)
医
師
の
診
断
の
遅
れ
や
治
療
ミ
ス
に
よ
り
回
復
の
可
能
性
な
い
し
機
会
が
減
少
し
た
事
例

|
1
5
Z
(呂
∞
同
)
は
当
該
可
能
性
の
減
少

自
体
を
損
失
と
捉
え
割
合
的
な
解
決
を
主
張
。
判
例
は
分
か
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
国
内
「
由
r
c
i
z
〈
の
『
C
E匂

ESFEnooH)巾『国
E
5
0
同
E
m巾円



不法行為帰責論の再構成・序説(1)

∞
0
5門戸(巧
8
7
5∞
ω
)
は
、
癌
の
診
断
の
遅
れ
に
よ
り
生
存
可
能
性
が
三
九
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
減
少
(
患
者
は
癌
で
死
亡
)

し
た
事
案
で
、
医
師
の
過
失
が
患
者
の
死
亡
が
早
ま
っ
た
こ
と

(
E
Z
え
各
自
2
)
の
近
因
か
と
う
か
の
審
理
を
陪
審
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る

と
判
示
、
③
原
因
の
択
一
的
競
合
事
例
l
|
例
え
ば
m
E
E
S
巾
「
印
〈
・

3
2
(
p
f
sお
)
は
、
被
害
者
が
二
人
の
ハ
ン
タ
ー
の
同
種
の
散
弾
銃

の
い
ず
れ
か
に
当
た
り
失
明
し
た
事
案
で
、
因
果
関
係
に
関
す
る
立
証
責
任
を
転
換
。
第
二
次
不
法
行
為
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
(
一
九
六
五
年
)

四
三
三
条

Bω
は
こ
の
法
理
を
採
用
、
④
加
害
者
が
不
明
と
い
う
点
で
は
③
と
同
じ
だ
が
可
能
的
加
害
者
の
数
が
極
め
て
多
く
、
真
の
加
害
者

が
共
同
被
告
の
中
に
存
し
な
い
可
能
性
の
あ
る
事
例
|
|
特
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
む
何
印
(
合
成
女
性
ホ
ル
モ
ン
の
一
種
)
を
服
用
し
た
母
親
の

胎
内
に
い
た
子
ど
も
に
、
そ
の
後
癌
が
発
生
し
た
ケ

l
ス
o
u虫
一
の
曝
露
か
ら
癌
発
生
ま
で
の
期
間
が
長
く
か
っ
多
く
の
メ
ー
カ
ー
が
り
開
ω
の

製
造
・
販
売
に
携
わ
っ
て
い
た
の
で
加
害
企
業
の
特
定
が
困
難
だ
っ
た
。
多
く
の
判
例
法
理
が
展
開
さ
れ
た
(
渡
透

Z
S
1
5
S
が
網
羅
的
に

整
理
す
る
。
松
田
呂
志
も
参
照
)
が
、
例
え
ば
m
E
己
主
〈
〉

σ
z
=
F
Z
E
Zコ巾印

(P一
巴
∞

C)
は、

Y
ら
が
相
当
な
市
場
シ
ェ
ア
を
占
め
て

い
る
場
合
は
、

Y
ら
が
自
己
の
製
品
と

X
の
侵
害
と
の
間
の
因
果
関
係
の
不
存
在
を
立
証
し
な
い
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
市
場
シ
ェ
ア
に
比
例
し
た

賠
償
額
を
負
担
す
べ
し
と
判
示
、
⑤
原
因
の
仮
定
的
競
合
事
例

l
l
E
Z
E
戸
叶

5
ロ

ωEgo-hF
開

F
(
Z
F
E
ω
N
)
は、

A
が
橋
上
か

ら
落
下
す
る
瞬
間
に
(
仮
定
的
原
因
)
、
高
圧
電
流
が
流
れ
て
い
る
電
線

(
Y
が
不
注
意
に
絶
縁
処
理
を
し
な
か
っ
た
)
を
つ
か
ん
で
(
現
実
的
原
因
)

感
電
死
し
た
事
案
で
、
電
線
が
な
く
て
も

A
は
死
亡
ま
た
は
重
傷
を
負
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
慮
し
て
賠
償
額
を
算
定
す
べ
し
と
判
示
、
⑥

原
因
の
重
畳
的
競
合
事
例
|
|
例
え
ば
〉

E
2
8ロ〈

7
2
5
2宮
-
5‘

ω日
除

ωω
〕
忌
白
河
可
・
(
豆
ロ
ロ
・

5NO)
は

E
Eこ
え
-
テ
ス
ト
に
代
え
て

J
5己
目
立
包

P
2
2
3
ル

1
ル
(
Y
の
不
法
行
為
が
損
害
を
も
た
ら
す
実
質
的
要
因
で
あ
っ
た
か
)
を
適
用
し
て
、
十
分
な
原
因
を
与
え
た
者
の
免
責

を
回
避
す
る
。
な
お
重
田
宜
的
競
合
事
例
以
外
で
は
、
当
該
ル
1

ル
に
言
及
す
る
判
例
も

d
E
Z
C「
ョ
テ
ス
ト
と
本
質
的
に
同
一
の
判
断
を
し
て
い

る
と
い
う
の
が
大
方
の
学
説
の
理
解
で
あ
り
(
司
「
。
印
印
巾
『
除
問

E
S
S
E
-
N
S
:
N
g
e
N叶
∞
噂
出
向
胃

7
2
5虫色町

P
ミ
l
z
g
e
E
C
，EN)、
ま
た

当
該
ル
|
ル
を
規
定
す
る
第
二
次
不
法
行
為
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
凹
=
一
二
条
川
も
、
重
畳
的
競
合
事
例
(
同
条
凶
)
以
外
の
場
面
で
は

d
E

『

D
1
テ
ス
ト
と
同
一
の
判
断
様
式
を
要
求
す
る
(
「
聞
に
述
べ
る
場
合
を
除
き
、
行
為
者
の
過
失
行
為
は
、
も
し
行
為
者
に
過
失
が
な
く
て
も
他
人
が
損

害
を
被
っ
た
の
な
ら
、
当
該
他
人
に
対
し
て
損
害
を
も
た
ら
し
た
こ
と
の
実
質
的
要
因
で
は
な
い
」
。
ま
た

E
g
g
gロ
E
-
P
β
2
3
ル

1
ル
に
広
明
巳
宮

zaを

混
在
さ
せ
て
い
た
第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
(
一
九
三
四
年
)
四
三
コ
一
条
を
変
更
し
た

E
E
r
E
m
E
(
一
九
四
八
年
)
を
受
け
継
い
だ
第
二
次
リ
ス
テ
イ

ト
メ
ン
ト
四
三
三
条
も
参
照
。
な
お
第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
変
更
に
際
し
て
グ
リ
ー
ン
の
見
解
が
反
映
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
平
井
同
市
当

r
E
N

砕

(ω
∞
)
、
松
浦

5
S
-
S吋
を
参
照
)
。
な
お
、
三
ユ
岳
町
-
ご
・

0
0口
N
加

-
g
(
p
-
J
5
2
)
は
、
被
告
の
過
失
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
事
件

北法47(5・119)1323 



説
さ子εh
H問

で
∞
と
-
B
o
o
r
D『
〉
目
当
「
白
〈
巾
己
』
ロ
ミ
宮
山
門

2
5
8
0
裁
判
官
と
弁
護
士
か
ら
成
る
委
員
会
が
一
九
三
八
年
に
民
事
陪
審
で
使
わ
れ
る
説
示
の
標
準
と
し
て
作

成
し
改
訂
を
重
ね
て
い
る
)
の

zceω
叶
め
(
損
害
の
法
的
原
因
と
は
、
損
害
を
発
生
さ
せ
る
実
質
的
要
因
で
あ
る
原
因
で
あ
る
[
こ
の
理
解
は
右
の
第
二
次

リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
音
ω
l
l
水
野
註
}
)
と
並
ん
で
規
定
さ
れ
て
い
る

Z
c
ω
J
E
(
煩
害
の
近
因
と
は
、
自
然
で
継
続
す
る

因
果
的
連
鎖
に
お
い
て
鎖
害
を
生
じ
さ
せ
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
損
害
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
原
因
で
あ
る
[
こ
の
理
解
の
歴
史
的
源
泉
に
つ
い
て
は
本

稿
第
二
章
第
三
節
設
(
は
)
参
照

l
水
野
註
]
)
の
説
示
は
、
素
人
の
陪
審
員
に
と
っ
て
誤
解
を
招
き
や
す
く
使
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
判
示
し
て

い
る
。
し
か
し
本
判
決
が
、

z
o
ω
寸
印
に
含
ま
れ
る

z
E丹
念
ぺ
・
テ
ス
ト
と
同
内
容
の
テ
ス
ト
ま
で
も
否
定
す
る
趣
旨
な
の
か
、
ま
た
本
判
決
が

z
p
ω
誌
の
規
定
と
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
四
三
二
条
と
の
関
係
を
ど
う
理
解
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
不
分
明
で
あ
る
(
松
浦

5
2

参
照
)
。
次
に
イ
ギ
リ
ス
の
体
系
書
で
事
実
的
因
果
関
係
の
項
目
の
下
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
代
表
的
な
判
例
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
⑦
(
右
の
①

、
、
、

③
に
関
連
す
る
が
)
医
療
過
誤
訴
訟
で
医
師

Y
の
過
失
行
為
を
含
む
複
数
の
択
一
的
原
因
が
考
え
ら
れ
る
と
き
に
、
立
証
責
任
の
転
換
を
肯
定

、
、
、
、
、
、
、

し
た
原
審
を
覆
し
X
の
請
求
を
退
け
た
事
例

(
5
2
Z「
〈
何
回
目
何
回
旨

E
F田
-F
〉
E
F
(
E
F
-
-
叫
∞
∞
)
|
|
X
の
未
熟
児
網
膜
症
の
原
因
が

Y
の
酸
素

供
与
上
の
過
失
の
外
に
後
数
考
え
ら
れ
、
鑑
定
意
見
も
分
か
れ
て
い
た
)
、
⑧
(
右
の
②
に
関
連
す
る
が
)
X
の
自
傷
後
の

Y
医
師
の
診
断
の
遅
れ
が

な
く
て
も
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
確
率
で
後
遺
症
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
と
き
、
一
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
限
度
で

Y
の
責
任
を
肯
定
し
た
原
審
を
覆
し
、

、
、
、
、

X
の
請
求
を
全
面
的
に
退
け
た
事
例

(
Z
2
8ロ〈

E
え
彰
晃
M
F
E
と
内
山
田
町
田
Z
F
〉
丘
町
・
(
出
「
巴
∞
寸
)
|
|
後
遺
症
(
大
腿
骨
骨
端
の
壊
死
)
の
原
因

は
X
の
白
傷
(
大
腿
骨
骨
折
)
直
後
に
既
に
生
じ
て
い
た
可
能
性
が
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
あ
っ
た
。

ζ
R
r
a
裁
判
官
は
②
の
出
角
的
昨

2
5
裁
判
を
引
用
し
つ
つ

も
、
本
件
事
案
で
は
X
の
自
傷
が
後
遺
症
の
唯
一
の
原
因
で
あ
り
一
0
3
。ご
F
2
2
の
理
論
の
是
非
を
論
じ
る
の
は
不
適
切
と
判
一
豆
、
①
(
右
の
⑤
に
関
連

し
て

)

Y
の
過
失
に
よ
り
生
じ
た
潰
蕩
(
現
実
的
原
因
)
の
治
療
の
た
め
に
、
X
は
両
足
の
血
管
を
切
除
す
る
手
術
を
受
け
た
が
、
事
故
以
前
よ

り
両
足
に
静
脈
癒
が
あ
り
(
仮
定
的
原
因
)
数
年
の
う
ち
に
同
様
の
手
術
が
必
要
だ
っ
た
と
き
に
、
手
術
の
結
果
生
じ
た
賃
金
の
減
少
を
損
害
と

、
、
、

認
め
な
か
っ
た
事
例
(
の

E
R
〈e
〈

E
与
色
富
。

zzzι
・
(np・
5
寸
。
)
、
⑩
(
右
の
①

1
⑤
に
は
見
ら
れ
な
い
議
論
と
し
て

)

Y
の
過
失
に
よ
り

X
は
左
足
に
重
傷
を
負
い
稼
働
能
力
が
減
少
し
た
が
、
正
式
事
実
審
理
(
吉
弘
)
前
に
、
強
盗

A
に
左
足
を
撃
た
れ
切
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
場

合、

Y
の
責
任
は
当
該
切
断
に
よ
っ
て
停
止
せ
ず
、

Y
の
加
害
行
為
に
基
づ
く
将
来
に
わ
た
る
稼
働
能
力
の
減
少
分
に
つ
い
て
責
任
を
依
然
負

う
と
さ
れ
た
事
例
(
回
白
百
〈

5-gsu三
z
r
z
g
)
|ー
も
し

Y
の
責
任
が
停
止
す
る
な
ら
(
た
と
え
A
を
訴
求
で
き
て
も
A
は
X
の
足
が
既
に

重
傷
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
責
任
し
か
負
わ
な
い
た
め
て

A
に
撃
た
れ
な
か
っ
た
と
き
と
比
べ
て
X
の
立
場
は
悪
化
す
る
と
い
う
不
都
合
な
結

北法47(5・120)1324



不法行為帰責論の再構成・序説(1)

果
に
な
る
か
ら
。
こ
れ
に
対
し
て

τσ
百
四
〈
・
〉
Z
2
5克
己
ロ
包
コ

a
c
ι
s
r
H混
同
)
で
は
、

Y
の
義
務
違
反
に
よ
っ
て
X
が
背
中
に
負
傷
し
た
が
、
そ

の
後
X
自
身
が
事
故
と
無
関
係
の
疾
病
(
脊
椎
障
害
)
に
羅
患
し
た
事
例
で
、
脊
椎
障
害
の
事
実
を
考
慮
し
て
Y
の
賠
償
額
を
減
額
す
べ
し
と
判
示
。
両
判

決
の
関
係
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
)
。

以
上
の
各
事
例
の
う
ち
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
①
の
不
作
為
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
「
区
別
」
論
の
一
側
面
で
あ
る
「
事
実
と
政
策
と
の
二

元
論
」
の
批
判
に
関
連
さ
せ
て
第
三
章
第
二
節
で
取
り
上
げ
る
。
次
に
②
③
で
問
題
と
な
っ
た

-og
丘
町

Z
ロ
円
巾
の
理
論
は
本
稿
で
は
直
接
の
検

討
対
象
と
し
な
い
。
け
だ
し
、
回
復
の
可
能
性
や
機
会
の
減
少
・
喪
失
そ
れ
自
体
を
損
害
と
捉
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、

「
区
別
」
論
に
着
目
す
る
本
稿
の
射
程
を
や
や
超
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
当
該
可
能
性
や
機
会
を
認
定
す
る
際
に
、
統
計
的
な
数

字
(
例
え
ば
癌
患
者
の
生
存
可
能
性
に
つ
い
て
は
一
定
の
統
計
が
存
す
る
)
が
重
視
さ
れ
、
当
該
患
者
の
個
性
が
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
点
(
わ
が
国
で

は
例
え
ば
手
嶋

S
E
-
E∞
が
こ
れ
を
問
題
視
す
る
)
に
着
目
す
る
と
、
こ
れ
は
、
事
実
的
因
果
関
係
の
判
断
枠
組
み
の
問
題
(
第
三
章
第
三
節
参
照

|
|
事
前
の
視
点
に
基
づ
き
二
元
論
を
批
判
す
る
論
者
に
対
し
て
、
事
後
的
に
当
該
被
害
者
の
被
っ
た
個
別
の
煩
害
を
一
評
価
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
伝
統
的

な
学
説
の
意
義
を
再
検
討
す
る
)
と
関
連
し
て
こ
よ
う
。
ま
た
③
⑦
で
問
わ
れ
た
原
因
の
択
一
的
競
合
事
例
に
つ
い
て
も
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い

(
こ
れ
は
わ
が
国
で
は
さ
し
あ
た
り
七
一
九
条
一
項
後
段
の
問
題
な
い
し
、
因
果
関
係
の
自
然
科
学
的
証
明
が
困
難
な
事
例
に
お
け
る
立
証
責
任
の
負
担
の

軽
減
の
問
題
に
連
な
る
。
前
章
第
三
節
註

(
I
)
(
3
)
参
照
)

0

さ
ら
に
④
に
つ
い
て
も
直
接
の
検
討
は
行
わ
な
い
が
、
④
の
∞
百
己
主
ケ

l
ス
が
重

視
す
る
市
場
シ
ェ
ア
の
問
題
は
、
②
③
と
同
じ
く
理
論
的
に
は
事
実
的
因
果
関
係
の
判
断
枠
組
み
の
問
題
(
第
三
章
第
三
節
)
と
関
連
し
て
い
る
。

⑤
⑨
の
原
因
の
仮
定
的
な
競
合
事
例
の
問
題
は
、
本
稿
で
は
第
三
章
第
二
節
で
部
分
的
に
検
討
す
る
に
と
ど
ま
る
(
前
章
第
三
節
註

(
1
)
参
照
)
0

ま
た
⑥
に
つ
い
て
も
前
章
第
三
節
註

(
1
)
で
述
べ
た
と
お
り
本
稿
で
は
直
接
の
検
討
課
題
と
は
し
な
い
。
も
っ
と
も

zEU印
ZEE-
『巳

2
3
ル
ー

ル
の
判
断
様
式
が
重
畳
的
競
合
事
例
を
除
き
、
原
則
と
し
て
z
『

Eh--テ
ス
ト
と
同
一
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
点
は
、
わ
が
国
の
割
合
的
因

果
関
係
論
(
前
章
第
三
節
註
(

2

)

)

を
再
検
討
す
る
際
の
一
つ
の
手
掛
か
り
に
は
な
る
だ
ろ
う
。
け
だ
し
割
合
的
因
果
関
係
を
と
る
論
者
は
、
原

p
h
d
 

因
が
同
時
的
に
競
合
す
る
通
常
の
事
例
で
も

d
ロ
エ
ロ
ベ
4

テ
ス
ト
を
批
判
し
、
ぷ
与
え
さ

E
=白件
。
『
2

ル
l
ル
に
注
目
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
例

m

え
ば
野
村
呂
∞
品
・
雪
ふ
∞
[
座
談
会

5
3
の
野
村
発
圭
一
口
を
紹
介
]
'
斗
ω
[加
藤
H
野
村

5
2
-
N∞
lN匂
を
引
用
]
、
小
賀
野

5
2
-
E
な
ど
。
も
っ
と
も
、
却12品

加
藤
H
野
村

5
2
は
重
畳
的
競
合
事
例
に
お
け
る
当
該
ル

l
ル
に
着
目
し
て
い
た
)
。
最
後
に
⑩
の
問
題
は
、
近
年
わ
が
国
で
も
ホ
ソ
ト
な
関
心
を
集
令

め
て
い
る
テ

1
マ
(
口
頭
弁
論
終
結
時
ま
で
に
死
亡
し
た
事
故
被
害
者
の
逸
失
利
益
に
関
す
る
継
続
説
と
切
断
説
。
さ
し
あ
た
り
、
阿
部

5
8、
大
塚

EUω
、
川

瀬
川

53σ
参
照
。
ま
た
や
や
古
い
が
コ
モ
ン
・
ロ

l
の
動
向
に
つ
い
て
は
中
島
呂
∞
N

参
照
)
と
も
関
連
す
る
(
ま
た
継
続
説
と
切
断
説
の
是
非
を
北



説

論
じ
る
際
に
は
、
最
初
の
事
故
と
死
亡
原
因
と
の
閑
の
事
実
的
因
果
関
係
の
問
題
も
関
係
し
て
く
る
)
が
、
問
題
の
中
心
は
、
損
害
の
金
銭
的

評
価
な
い
し
仮
定
的
因
果
関
係
の
次
元
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
「
区
別
」
論
に
的
を
絞
る
本
稿
で
は
直
接
の
検
討
は
割
愛
す
る
。

論

引
用
文
献

・

日

本

阿

部

満

5
2
「
交
通
事
故
の
受
傷
被
害
者
が
事
故
後
、
水
難
事
故
で
死
亡
し
た
場
合
、
逸
失
利
益
は
死
亡
時
ま
で
に
限
ら
れ
る
か
。
」
判
例
タ
イ

ム
ズ
八
二

O
号
四
七
頁

飯

田

隆

Emw印
『
言
語
哲
学
大
全
国
意
味
と
様
相
用
』
(
劾
草
書
一
房
)

飯
塚
和
之
早
口
一
「
イ
ギ
リ
ス
近
代
「
過
失
」
法
の
形
成

l
1
1
イ
ギ
リ
ス
不
法
行
為
法
研
究
ノ

l
ト
l

l」
一
橋
研
究
二
二
号
=
一
六
頁

幾
代
通
呂
吋
汗
『
不
法
行
為
』
現
代
法
学
全
集
却

H
(筑
摩
書
房
)

幾

代

通

H
徳
本
伸
一
(
補
訂

)
5
8
一
『
不
法
行
為
』
(
有
斐
閣
)

池
田
美
恵
呂
∞
∞
一
「
解
説
」
プ
ラ
ト

l
ン
『
ソ

l
ク
ラ
テ

l
ス
の
弁
明
・
ク
リ
ト

l
ン
・
パ
イ
ド

l
ン
』
(
新
潮
文
庫
)
ニ
四
四
頁

石
坂
音
四
郎

5
5・
『
日
本
民
法
第
三
編
債
権
総
論
上
巻
』
(
改
訂
第
七
版
・
て
二
巻
合
本
)
(
有
斐
閣
書
房
)

石
田
穣
呂
ゴ
・
『
損
害
賠
償
法
の
再
構
成
』
(
東
京
大
学
出
版
会
)

磯
村
保
早
川
尚
一
「
「
相
当
因
果
関
係
」
を
め
ぐ
る
理
論
と
現
実
」

(
2
・
完
)
N
B
L
五
一
一
号
四
八
頁

伊
藤
滋
夫
呂
忠
一
『
事
実
認
定
の
基
礎
裁
判
官
に
よ
る
事
実
判
断
の
構
造
』
(
有
斐
閣
)

伊
藤
正
己
呂
話
一
「
イ
ギ
リ
ス
法
学
」
碧
海
純
一
ほ
か
編
『
法
学
史
』
(
東
京
大
学
出
版
会
)
一
一
一
五
頁

-
E叶
∞
[
初
出

5
3
]い
「
過
失
の
意
味
と
そ
の
史
的
素
描
」
『
イ
ギ
リ
ス
法
研
究
』
(
東
京
大
学
出
版
会
)
一
一
一
一
一
頁
[
初
出

l
法
学
協
会
雑

誌
六
七
巻
三
号
]

喬

E
E
[初
出
回
話
。
]
・
「
医
師
の
責
任
判
断
に
お
け
る
過
失
と
凶
果
関
係
の
牽
連
」
『
医
事
訴
訟
と
医
師
の
責
任
』
(
有
斐
閣
)
一
四
七
頁
{
初

出
判
例
タ
イ
ム
ズ
四

O
二
号
]

呂
∞
日
[
初
出
巴
∞
同
]
「
医
療
過
誤
訴
訟
に
つ
い
て
|
|
医
師
の
責
任
判
断
に
影
響
す
る
諸
要
因
の
検
討
|
|
」
『
医
療
過
誤
訴
訟
の
理
論
』

(
日
本
評
論
社
)
二

O
六
頁
[
初
出
日
本
弁
護
士
連
合
会
編
『
特
別
研
修
叢
書
(
昭
和
五
五
年
度
)
』
]

稲
預

北法47(5・122)1326



不法行為帰責論の再構成・序説(1)

井
上
祐
司
呂
叶
ω
一
『
行
為
無
価
値
と
過
失
犯
論
L

(

成
文
堂
)

今
村
仁
司
編

zg-
『
現
代
思
想
を
読
む
事
典
L

(

講
談
社
現
代
新
書
)

植
林
弘
5
2
・
「
損
害
賠
償
と
潜
在
的
・
後
発
的
事
情
の
考
慮
l
l
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
を
中
心
と
し
て
l
l
」

(
二
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
三
巻
一
号
八
七
頁

(
二
)
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
三
巻
一
一
号
九
三
頁

(
三
)
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
三
巻
三
号
六
四
頁

i
l
l
-
-
E
印
叶
(
四
完
)
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
三
巻
四
号
二
八
頁

l
o
l
-
-
5
8
国
・
「
損
害
賠
償
額
算
定
と
潜
在
的
・
後
発
的
事
情
掛
酌
の
可
否
」
民
商
法
雑
誌
四
三
巻
一
号
三

O
頁

1
1
1
1
1
5
8
σ
・
「
ド
イ
ツ
法
上
の
因
果
関
係
論
」
法
律
時
報
三
一
一
巻
九
号
八
八
三
頁

浦
川
道
太
郎
呂
志
[
初
出
5
8
]
・
「
不
法
行
為
に
お
け
る
因
果
関
係
の
証
明
と
財
産
的
損
害
の
証
明
」
星
野
英
一
編
『
判
例
に
学
ぶ
民
法
』
(
有
斐
閣
)

二
四
六
頁
[
初
出
l
月
刊
法
学
教
室
一
五

O
号
]

大
塚
直
5
8
・
「
後
遺
症
確
定
後
に
死
亡
し
た
被
害
者
の
逸
失
利
益
|
|
東
京
地
判
平
4
・

3
-
m判
タ
七
九
九
号
二
二
五
頁
、
判
時
一
四
二
四

号
六
四
頁
を
契
機
と
し
て
i
|
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
三
五
号
一
一
九
頁

1
1
1
1
5
2
・
「
原
因
競
合
に
お
け
る
割
合
的
責
任
論
に
関
す
る
基
礎
的
考
察

l
l競
合
的
不
法
行
為
を
中
心
と
し
て
l
l
」
星
野
英
一
先
生
古

稀
祝
賀
『
日
本
民
法
学
の
形
成
と
課
題
下
』
(
有
斐
閣
)
八
四
九
頁

小
賀
野
昌
一
5
2
・
「
割
合
的
因
果
関
係
論
|
|
議
論
の
沿
革
と
判
例
に
お
け
る
割
合
的
判
断
の
定
着
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
四
七
号
五
九
頁

折
原
浩
5
8
‘
「
経
験
的
モ
ノ
グ
ラ
フ
と
方
法
論
と
の
統
合
的
解
釈
|
|
方
法
論
ゼ
ミ
の
一
方
針
と
し
て
l
|
」
教
養
学
科
紀
要
(
東
京
大
学
教

養
学
部
教
養
学
科
)
一
二
号
(
一
九
七
九
年
度
版
)
四
三
一
頁

l
i
-
-
s。
『
ヴ
ェ
l
パ
!
と
と
も
に
剖
年
社
会
科
学
の
古
典
を
学
ぶ
L

(

弘
文
堂
)
(
折
原
呂
∞
。
を
抄
録
・
改
訂
の
上
所
収
)

樫
見
由
美
子
呂
∞
品
・
「
不
法
行
為
に
お
け
る
仮
定
的
な
原
因
競
合
と
責
任
の
評
価
1
1
1
ド
イ
ツ
法
の
仮
定
的
因
果
関
係
等
を
め
ぐ
る
議
論
を
参
考
に

し
て
|
|
|
」

(
こ
判
例
時
報
一
一
一
一
四
号
一
七
頁

(
二
)
判
例
時
報
一
一
一
一
七
号
一
七
頁

~t法47(5・123)1327 



説

(
三
)
判
例
時
報
一
一
一
二
四
号
一
一
一
頁

(
四
)
判
例
時
報
一
一
五
三
号
一
七
頁

(
五
)
判
例
時
報
一
一
ム
ハ
六
号
一
人
頁

z
g・
(
六
・
完
)
判
例
時
報
一
一
八
四
号
六
頁

賀
集
唱
呂
∞
ω
・
「
損
害
賠
償
訴
訟
に
お
け
る
因
果
関
係
の
証
明
」
新
堂
幸
司
編
集
代
表
『
講
座
民
事
訴
訟
⑤
証
拠
』

加
藤
一
郎
早
ニ
-
『
不
法
行
為
〔
増
補
版
〕
』
法
律
学
全
集

n

H

(有
斐
閣
)

加
藤
一
郎
H

野
村
好
弘

5
2・
「
事
故
責
任
」
経
営
法
学
全
集
日
『
企
業
責
任
』
(
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
)
一
頁

岸

畑

豊

E
J
Z一
『
ホ
y
ブ
ズ
哲
学
の
諸
問
題
』
(
創
文
社
)

木
下
毅
呂
∞
∞
[
初
出
呂
∞
め

1
5∞
斗
]
一
「
日
米
比
較
不
法
行
為
法
」
『
ア
メ
リ
カ
私
法
日
米
比
較
私
法
序
説
』
(
有
斐
閣
)

教
法
学
二
六
号
・
二
九
号
]

工
藤
喜
作
呂
∞
N

一
寸
ホ
ソ
ブ
ズ
に
お
け
る
実
体
と
偶
有
性
」
人
文
研
究
(
神
奈
川
大
)
八
三
号
九
三
頁

窪
田
充
見
呂
∞
叶
・
「
自
然
力
と
営
造
物
の
設
置
管
理
の
取
庇
と
の
競
合
」
西
村
宏
一
ほ
か
編
『
国
家
補
償
法
大
系

2
・
国
家
賠
償
法
の
課
題
』
(
日

本
評
論
社
)
一
一
一
一
頁

I
l
-
-
S
ω
・
「
平
井
宣
雄
著
『
債
権
各
論

H
不
法
行
為
』
弘
文
堂
(
一
九
九
二
年
)
」
(
書
評
)
法
律
時
報
六
五
巻
一
号
一

O
四
頁

1
1
1
1
1
5宮
『
過
失
相
殺
の
法
理
』
(
有
斐
閣
)
(
窪
回
忌
∞
斗
を
加
筆
・
修
正
の
上
所
収
)

黒
田
一
日
一

E
S一
『
行
為
と
規
範
』
(
勤
草
書
房
)

小
林
道
夫

5
8一
「
科
学
的
実
在
論
」
神
野
慧
一
郎
編
『
現
代
哲
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』
(
勤
草
書
房
)
六
八
頁

I
l
-
-
S
F
-
『
科
学
哲
学
』
(
産
業
図
書
)

1
1
1
1
5
2
F
「
生
誕
4
0
0
年
・
デ
カ
ル
ト
と
現
在
」
平
成
八
年
九
月
二
日
朝
日
新
聞
(
北
海
道
版
)
夕
刊

時
局
岡
康
雄
呂
∞
N

一
寸
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
と
民
法
四
一
六
条
」
鈴
木
忠
一
ほ
か
監
修
『
新
・
実
務
民
事
訴
訟
講
座
4

不
法
行
為
訴
訟

I
』
(
日

本
評
論
社
)
三

O
五
頁

「
医
師
の
治
療
行
為
と
患
者
の
後
遺
障
害
と
の
間
に
お
け
る
因
果
関
係
と
経
験
則
|
|
い
わ
ゆ
る
東
大
病
院
ル
ン
バ

l
ル
・
シ
ョ

ッ
ク
事
件
上
告
審
判
決
|
|
〔
最
判
昭
和
五

O
年
一

O
月
二
四
日
・
判
批
〕
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
六
一
五
号
(
昭
和
五

O
年

]{ω
∞印

(
弘
文
堂
)

一
八
三
頁

北法47(5・124)1328

論

四
六
頁

[
初
出
1

立

桜
井
節
夫
呂
話
-



不法行為帰責論の再構成・序説(1)

度
重
要
判
例
解
説
)
六
=
一
頁

桜
井
弘
木
昌
吋
印
一
「
価
値
と
事
実
|
|
ホ
ッ
プ
ズ
研
究
よ
り
|
|
」
星
薬
科
大
学
紀
要
一
七
号
二
具

1
1
1
1
1
5∞0
・
「
ホ
ッ
プ
ズ
の
物
体
一
元
論
に
つ
い
て
」
星
薬
科
大
学
紀
要
二
三
号
二
貝

座
談
会

5
4。
・
『
医
療
過
誤
紛
訟
を
め
ぐ
る
諸
問
題
』
(
法
曹
会
)

i
l
l
l，
E
3・
「
不
法
行
為
法
の
回
顧
と
展
望
」
J

「

Z
F
Z
W
E
C三
六
号
四
頁

佐
藤
正
志
呂
ゴ
・
「
ホ
ッ
ブ
ズ
の
自
然
概
念

i
l
因
果
関
係
の
目
的
論
的
転
換

1
1」
飯
坂
良
明
ほ
か
編
『
社
会
契
約
説
』

浮
井
裕
呂
叶
∞
-
「
食
品
・
薬
品
公
害
と
製
造
物
責
任
3
」
法
律
時
報
五

O
巻
一

O
号
七
七
頁

l
i
l
-
-∞
∞
印
・
「
不
法
行
為
に
お
け
る
因
果
関
係
」
星
野
英
一
編
『
民
法
講
座
6

事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
』

1
1
1
1
5。
.
『
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
[
第
2
版
]
』
(
有
斐
閣
)

四
宮
和
夫
呂
∞
ω
白
・
「
不
法
行
為
法
に
お
け
る
後
続
侵
害
の
帰
責
基
準
」
法
学
協
会
編
『
法
学
協
会
百
周
年
記
念
論
文
集
・
第
三
巻
民
事
法
』
(
有
斐
閣
)

一一一一頁

1
1
1
1
5∞
ωσ
一
『
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
(
中
)
』
現
代
法
学
金
集
日
(
青
林
書
院
新
社
)

清
水
兼
男
呂
∞
町
一
「
不
法
行
為
と
民
法
四
一
六
条
の
類
推
適
用
の
成
否
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
『
民
法
の
争
点

H
』
一
六
四
頁

鈴
木
禄
弥

E
S一
『
債
権
法
講
義
二
訂
版
』
(
創
文
社
)

瀬
川
信
久

5
8一
「
演
習
・
民
法
2
」
法
学
教
室
二
三
一
号
九
七
頁

早
川
尚
一
「
裁
判
例
に
お
け
る
因
果
関
係
の
疫
学
的
証
明
」
加
藤
一
郎
先
生
古
稀
記
念
『
現
代
社
会
と
民
法
学
の
動
向
上
』
(
有
斐
閣
)
一
四

九
頁

5
8白
「
賠
償
す
べ
き
損
害
の
範
囲
」
池
田
真
朗
ほ
か
『
基
礎
演
習
民
法
(
財
産
法
)
』
(
有
斐
閣
)
二
七
二
頁
(
瀬
川

5
8を
改
訂
の

上
所
収
)

5
8
T
「
交
通
事
故
の
被
害
者
が
そ
の
後
水
死
し
た
場
合
、
逸
失
利
益
の
賠
償
は
死
亡
時
ま
で
に
限
ら
れ
る
か
〔
東
京
高
判
平
成
四
年
一

一
月
二
六
日
・
判
比
〕
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
二
四
号
六

O
頁

寸
危
険
便
益
比
較
に
よ
る
過
失
判
断
1
1
1
テ
リ
l
教
授
か
ら
、
ハ
ン
ド
の
定
式
と
大
阪
ア
ル
カ
リ
事
件
ま
で
」
星
野
英
一
先
生
古

稀
祝
賀
『
日
本
民
法
学
の
形
成
と
課
題
下
』
(
有
斐
閣
)
八
O
九
頁

北法47(5・125)1329

(
新
評
論
)
六
八
頁

(
有
斐
閣
)

二
五
九
頁

]Fωω

。



説

瀬
川
信
久
H
内
田
貴

5
3・
『
民
法
判
例
集
3

債
権
各
論
』

杖
下
隆
英
呂
∞
N
-

『
ヒ
子
|
ム
』
(
勤
草
書
房
)

手

嶋

豊

5
8一
「
左
前
胸
部
刺
創
の
治
療
を
受
け
て
い
た
患
者
が
化
膿
性
腹
膜
炎
に
よ
り
死
亡
し
た
事
故
に
つ
い
て
、
担
当
医
師
が
開
腹
手
術
を
実

施
す
る
こ
と
に
よ
り
救
命
は
困
難
で
あ
っ
た
が
、
延
命
の
可
能
性
は
あ
っ
た
と
し
て
開
腹
手
術
実
施
義
務
に
違
反
し
た
医
師
ら
に

損
害
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
た
事
例
ほ
か
〔
東
京
地
判
平
成
三
一
年
七
月
一
一
一
二
日
ほ
か
・
判
批
〕
」
判
例
評
論
四
一
一
号
二
三
頁

永
井
均
呂
志
一
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
入
門
』
(
ち
く
ま
新
書
)

永
井
道
雄

5
2
「
恐
怖
・
不
信
・
平
和
へ
の
道
|
|
政
治
科
学
の
先
駆
者
」
『
世
界
の
名
著
お
ホ
ソ
フ
ズ
』
(
中
央
公
論
社
)
解
説
一
頁

中
島
秀
二
呂
∞
N

一
『
〈
継
起
的
複
合
原
因
V
と
損
害
賠
償
|
|
コ
モ
ン
・
ロ

l
に
観
る
〈
仮
定
的
因
果
関
係
論
V
|
|
』
東
北
法
学
六
号
二
九
頁

野
村
好
弘
早
合
得
「
自
動
車
事
故
に
お
け
る
因
果
関
係
の
認
定
〔
大
阪
地
判
昭
和
四
三
年
一

O
月
三
一
日
・
名
古
屋
地
判
昭
和
四
三
年
一

O
月一一一一一日

-
判
批
〕
」
交
通
民
集
一
巻
索
引
・
解
説
号
二
二
三
一
頁

I
l
l
i
-
-。
昌
一
「
ル
ン
バ

l
ル
の
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
脳
出
血
事
件
〔
最
判
昭
和
五

O
年
一

O
月
二
四
日
・
判
批
〕
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
五

O
号
『
医

事
判
例
百
選
』
(
有
斐
閣
)
一
二
八
頁

ー
i
l
-
-
E∞
品
「
因
果
関
係
の
本
質
1
1
1
寄
与
度
に
基
づ
く
割
合
的
因
果
関
係
論
」
交
通
事
故
紛
争
処
理
セ
ン
タ
ー
創
立
日
周
年
記
念
論
文
集

『
交
通
事
故
損
害
賠
償
の
法
理
と
実
務
』
(
ぎ
ょ
う
せ
い
)
六
二
頁

長
谷
部
恭
男
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